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令和6年12月の有効求人倍率等（季節調整値）の動向

令和6年平均の有効求人倍率等（原数値）の動向

　　　 （注）  年平均の数値は原数値で月別の数値は季節調整値である。令和5年12月以前の季節調整値は、令和6年1月分

　

一般職業紹介状況(令和6年12月分及び令和6年分）
～県内の雇用情勢の概況～

    兵庫労働局発表
      令和7年1月31日(金)
      午前8時30分　解禁

職業安定部職業安定課

永瀬 理知子
高 野 英 樹

     　　 　公表時に新季節指数により改定されている。  

次回公表予定日　　令和７年３月４日（火）

◎ 令和6年12月の有効求人倍率は0.99倍で、前月と比べて0.01ポイント下回りました。

○有効求人数は80,101人で、前月と比べて0.6％減となりました。
○有効求職者数は80,760人で、前月と比べて0.5％増となりました。
○新規求人倍率は1.74倍で、前月と比べて0.05ポイント下回りました。

◎ 県内の雇用失業情勢は、持ち直しの動きに弱さがみられる。

物価上昇等が雇用に与える影響に引き続き注意する必要がある。

◎ 令和6年平均の有効求人倍率は1.01倍で、前年と比べて0.01ポイント下回りました。

○有効求人数は81,671人（月平均）で、前年と比べて2.5％減となりました。

○有効求職者数は80,990人（月平均）で、前年と比べて1.4％減となりました。

○新規求人倍率は1.80倍で、前年と比べて0.01ポイント下回りました。

Press Release

本資料における令和３年９月以降の数値については、ハローワークインターネットサービスの機能拡充に伴う「オンライン登録

者」及び「オンライン自主応募による就職件数」等が含まれている。

【全国】有効求人倍率（右軸）
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  第１表　　求人・求職・求人倍率の状況（時系列）（季節調整値）

（参考） 就業地別新規求人・有効求人の動き

※新規学卒者を除く、パートタイムを含む全数。　▲は減少である。

※令和5年12月以前の季節調整値は、令和6年1月分公表時に新季節指数により改定されている。

　 有効求人数は80,101人で、前月比0.6%減と４か月連続減少し、有効求職者数は80,760人で、

前月との比較（季節調整値）

　 新規求人数は27,828人で、前月比0.7%増と２か月連続増加し、新規求職者数は15,972人で、

前月比3.6%増と２か月連続増加しました。

　 今月の新規求人倍率は1.74倍となり、前月と比べて0.05ポイント下回り、２か月連続低下しました。

１　新規求人・新規求職の動き

前月比0.5%増と２か月連続増加しました。

　 今月の有効求人倍率は0.99倍となり、前月と比べて0.01ポイント下回り、２か月連続低下しました。

　 就業地別の新規求人数は31,491人で、前月比0.6%増と２か月連続増加しました。

新規求人倍率は1.97倍となり、前月と比べて0.06ポイント下回り、３か月ぶり低下しました。

　 また、有効求人数は91,056人で、前月比0.4%減と２か月ぶり減少しました。

有効求人倍率は1.13倍となり、前月と比べて0.01ポイント下回り、２か月連続低下しました。

２　有効求人・有効求職の動き

新規求人数 新規求職者数 新規求人倍率 有効求人数 有効求職者数

前月比 前月比 前月差 前月比 前月比 前月差

5年12月 29,456 3.8 16,268 1.7 1.81 0.04 83,283 0.4 82,166 0.4 1.01 0.00

6年　1月 28,332 ▲ 3.8 15,530 ▲ 4.5 1.82 0.01 83,313 0.0 81,823 ▲ 0.4 1.02 0.01

2月 30,351 7.1 16,272 4.8 1.87 0.05 85,556 2.7 82,882 1.3 1.03 0.01

3月 29,103 ▲ 4.1 15,189 ▲ 6.7 1.92 0.05 84,428 ▲ 1.3 81,411 ▲ 1.8 1.04 0.01

4月 27,018 ▲ 7.2 15,576 2.5 1.73 ▲ 0.19 81,709 ▲ 3.2 80,742 ▲ 0.8 1.01 ▲ 0.03

5月 27,574 2.1 16,192 4.0 1.70 ▲ 0.03 80,690 ▲ 1.2 81,850 1.4 0.99 ▲ 0.02

6月 27,509 ▲ 0.2 15,445 ▲ 4.6 1.78 0.08 80,018 ▲ 0.8 82,335 0.6 0.97 ▲ 0.02

7月 27,640 0.5 14,823 ▲ 4.0 1.86 0.08 80,979 1.2 80,119 ▲ 2.7 1.01 0.04

8月 28,622 3.6 15,268 3.0 1.87 0.01 81,350 0.5 79,852 ▲ 0.3 1.02 0.01

9月 28,093 ▲ 1.8 16,063 5.2 1.75 ▲ 0.12 81,286 ▲ 0.1 80,280 0.5 1.01 ▲ 0.01

10月 27,583 ▲ 1.8 15,272 ▲ 4.9 1.81 0.06 80,661 ▲ 0.8 79,446 ▲ 1.0 1.02 0.01

11月 27,642 0.2 15,412 0.9 1.79 ▲ 0.02 80,549 ▲ 0.1 80,357 1.1 1.00 ▲ 0.02

12月 27,828 0.7 15,972 3.6 1.74 ▲ 0.05 80,101 ▲ 0.6 80,760 0.5 0.99 ▲ 0.01

有効求人倍率
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　第２表　　 受理地別・就業地別有効求人倍率の推移（季節調整値）

　 ※令和5年12月以前の季節調整値は、令和6年1月分公表時に新季節指数により改定されている。

　　　　　（注） 受理地別求人数：各地域（府県）内のハローワークで受理した求人数
　　　　　　　　 就業地別求人数：全国のハローワークで受理した求人のうち就業地が各地域（府県）内の求人数
　　　　　　　　　　受理地別有効求人倍率＝受理地別有効求人数／各地域（府県）内の有効求職者数
　　　　　　　　　　就業地別有効求人倍率＝就業地別有効求人数／各地域（府県）内の有効求職者数

　 ※新規学卒者を除き、パートタイムを含む。 下段は前月差（前年差）。　各年は原数値。
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【受理地別】有効求人倍率（季節調整値）
5年 6年
12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

1.01 1.02 1.01 1.01 1.02 1.03 1.04 1.01 0.99 0.97 1.01 1.02 1.01 1.02 1.00 0.99
0.08 0.01 ▲ 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 ▲ 0.03 ▲ 0.02 ▲ 0.02 0.04 0.01 ▲ 0.01 0.01 ▲ 0.02 ▲ 0.01
1.16 1.19 1.14 1.16 1.15 1.15 1.17 1.15 1.12 1.11 1.13 1.12 1.14 1.15 1.15 1.16
0.10 0.03 ▲ 0.05 0.00 ▲ 0.01 0.00 0.02 ▲ 0.02 ▲ 0.03 ▲ 0.01 0.02 ▲ 0.01 0.02 0.01 0.00 0.01

6年

兵庫県

近畿計

4年 5年

【就業地別】有効求人倍率（季節調整値）
5年 6年
12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

1.14 1.16 1.14 1.14 1.14 1.14 1.15 1.14 1.12 1.10 1.14 1.15 1.14 1.15 1.14 1.13
0.12 0.02 ▲ 0.02 ▲ 0.01 0.00 0.00 0.01 ▲ 0.01 ▲ 0.02 ▲ 0.02 0.04 0.01 ▲ 0.01 0.01 ▲ 0.01 ▲ 0.01
1.12 1.17 1.13 1.13 1.13 1.13 1.14 1.13 1.10 1.10 1.12 1.13 1.13 1.14 1.14 1.15
0.11 0.05 ▲ 0.04 ▲ 0.01 0.00 0.00 0.01 ▲ 0.01 ▲ 0.03 0.00 0.02 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01

兵庫県

近畿計

4年 5年 6年

( ) 内は前月値

上段：受理地別有効求人倍率
下段：就業地別有効求人倍率

（1.25）

（1.01）

（1.23）

（1.00）

（1.15）

（1.17）

（1.14）

（1.11）

（1.28）

（1.07）

（1.26）

（1.35）

（1.14）

（1.19）

【令和6年12月】

- 3 -



　 新規求人数は27,316人で、前年同月比6.1%減と５か月連続減少し、

２　有効求人・有効求職の動き

　 有効求人数は81,751人で、前年同月比3.6%減と10か月連続して減少し、

　  　▲は減少である。

前年同月との比較（原数値）

１　新規求人・新規求職の動き

※新規学卒者を除く、パートタイムを含む全数。　各年は月平均値 （ただし、雇用保険被保険者数は期末現在の数値）。

有効求職者数は74,461人で、前年同月比1.7%減と10か月連続して減少しました。

新規求職者数は11,500人で、前年同月比1.9%減と８か月連続して減少しました。

  第３表　　求人・求職・求人倍率等の状況（時系列）（原数値）

令和4年 29,919 7.9 16,301 1.6 86,375 9.1 85,660 0.9 1.01 0.08 ▲ 0.3
令和5年 28,931 ▲ 3.3 16,000 ▲ 1.8 83,748 ▲ 3.0 82,163 ▲ 4.1 1.02 0.01 ▲ 0.03
令和6年 28,069 ▲ 3.0 15,573 ▲ 2.7 81,671 ▲ 2.5 80,990 ▲ 1.4 1.01 ▲ 0.01 ▲ 0.2

5年12月 29,099 0.9 11,724 0.5 84,819 ▲ 3.1 75,779 ▲ 0.1 ▲ 0.03
6年　1月 31,315 ▲ 0.3 16,581 1.5 84,796 ▲ 2.6 76,374 0.4 0.1

2月 29,459 1.7 16,135 ▲ 1.8 87,113 0.8 78,796 0.9 0.1
3月 28,151 ▲ 5.1 15,661 ▲ 7.6 85,635 ▲ 0.9 80,605 ▲ 1.0 0.1
4月 27,599 ▲ 4.2 22,571 1.9 81,693 ▲ 2.4 86,192 ▲ 0.3 ▲ 0.3
5月 26,041 ▲ 0.7 17,348 ▲ 1.5 78,439 ▲ 3.2 87,743 ▲ 0.3 ▲ 0.4
6月 26,766 ▲ 8.6 14,685 ▲ 8.7 77,185 ▲ 4.8 86,641 ▲ 1.1 ▲ 0.1
7月 29,461 2.0 15,109 ▲ 0.6 79,481 ▲ 1.8 82,947 ▲ 2.0 ▲ 0.02
8月 25,906 ▲ 3.0 13,709 ▲ 8.8 79,227 ▲ 2.9 80,076 ▲ 4.2 0.1
9月 27,323 ▲ 6.8 14,714 ▲ 1.7 80,294 ▲ 2.7 79,574 ▲ 3.0 ▲ 0.1

10月 31,458 ▲ 1.4 15,886 ▲ 0.9 82,589 ▲ 2.6 80,304 ▲ 2.8 ▲ 0.02
11月 26,033 ▲ 3.1 12,974 ▲ 3.9 81,854 ▲ 3.3 78,171 ▲ 2.0 ▲ 0.3
12月 27,316 ▲ 6.1 11,500 ▲ 1.9 81,751 ▲ 3.6 74,461 ▲ 1.7 ▲ 0.2

雇用保険
被保険者数

前年度（前年
同月）比

前年度差
前年度（前
年同月）比

前年度（前
年同月）比

前年度（前
年同月）比

前年度（前
年同月）比

新規求人数 新規求職者数 有効求人数 有効求職者数 有効求人倍率
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※「正社員」とは、パートタイム労働者、派

遣労働者、臨時・季節労働者、契約社員、

準社員、嘱託等の非正社員以外の者であ

る。

※有効求職者は常用フルタイム有効求職

者数。

※常用フルタイム有効求職者数にはフル

タイムの派遣労働者や契約社員を希望す

るものも含まれるため、厳密な意味での正

社員有効求人倍率より低い値となる。

※ 正社員有効求人倍率＝正社員有効求

人数/常用フルタイム有効求職者数

内は有効求人倍率
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　第４表　　地域別新規求人・新規求職・有効求人倍率の状況（原数値）

　○　地域別新規求人数

令和4年 令和5年 令和6年 5年12月 6年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

9,701 9,545 9,301 9,822 10,697 10,092 9,546 8,878 8,505 8,723 10,238 8,679 8,486 10,680 8,423 8,659

3.8 ▲ 1.6 ▲ 2.6 4.8 6.0 5.8 ▲ 2.4 ▲ 7.7 ▲ 1.1 ▲ 9.7 6.4 ▲ 1.4 ▲ 10.7 1.3 ▲ 5.9 ▲ 11.8

6,950 6,681 6,219 6,568 6,652 6,650 6,298 5,900 6,291 5,940 5,911 5,792 6,477 6,497 5,929 6,285

9.8 ▲ 3.9 ▲ 6.9 ▲ 6.8 ▲ 7.6 ▲ 3.2 ▲ 11.3 ▲ 9.2 7.8 ▲ 13.4 ▲ 9.1 ▲ 8.8 ▲ 6.8 ▲ 13.2 ▲ 0.2 ▲ 4.3

4,567 4,314 4,210 4,225 4,704 4,366 3,874 4,299 3,664 3,940 4,379 3,999 4,133 4,761 4,215 4,182

7.5 ▲ 5.5 ▲ 2.4 2.3 ▲ 4.9 ▲ 3.1 ▲ 10.6 0.9 ▲ 13.9 ▲ 4.1 0.2 0.6 3.1 2.4 2.2 ▲ 1.0

5,342 5,363 5,425 5,449 6,165 5,250 5,500 5,805 4,846 5,251 5,875 4,730 5,430 6,204 4,725 5,319

9.7 0.4 1.2 1.9 7.4 5.1 0.5 2.3 3.0 ▲ 5.4 6.6 1.0 ▲ 4.2 0.5 ▲ 0.3 ▲ 2.4

1,647 1,445 1,407 1,405 1,442 1,543 1,355 1,356 1,239 1,389 1,549 1,362 1,288 1,618 1,459 1,278

15.8 ▲ 12.3 ▲ 2.7 12.0 ▲ 8.0 9.6 ▲ 6.4 4.5 ▲ 5.3 ▲ 4.8 18.2 ▲ 2.4 ▲ 15.1 1.1 ▲ 10.4 ▲ 9.0

756 660 663 757 759 577 699 521 603 745 653 617 698 747 551 780

10.5 ▲ 12.7 0.3 ▲ 13.3 ▲ 18.6 ▲ 8.0 7.9 ▲ 17.7 ▲ 2.6 10.9 ▲ 2.4 13.4 1.9 27.7 ▲ 0.5 3.0

955 922 846 873 896 981 879 840 893 778 856 727 811 951 731 813

13.7 ▲ 3.4 ▲ 8.2 5.8 ▲ 2.5 ▲ 4.0 ▲ 0.6 0.7 0.1 ▲ 19.3 ▲ 5.1 ▲ 24.2 ▲ 18.2 7.5 ▲ 22.2 ▲ 6.9

　○　地域別新規求職者数

令和4年 令和5年 令和6年 5年12月 6年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

5,387 5,091 4,963 3,746 5,289 5,209 4,952 7,108 5,428 4,547 4,801 4,555 4,628 5,145 4,157 3,741

2.8 ▲ 5.5 ▲ 2.5 ▲ 2.6 1.0 ▲ 4.7 ▲ 9.4 0.4 ▲ 1.1 ▲ 8.9 2.5 ▲ 8.3 ▲ 3.9 4.0 ▲ 1.3 ▲ 0.1

4,133 4,102 3,979 2,953 4,114 4,096 3,874 5,954 4,579 3,695 3,927 3,442 3,786 4,084 3,286 2,916

0.8 ▲ 0.8 ▲ 3.0 ▲ 0.6 ▲ 1.4 ▲ 1.2 ▲ 10.8 2.5 ▲ 1.1 ▲ 7.9 1.5 ▲ 8.5 0.5 ▲ 3.7 ▲ 6.7 ▲ 1.3

2,919 2,966 2,886 2,214 3,055 3,044 3,102 4,114 3,208 2,586 2,829 2,494 2,759 3,003 2,356 2,081

0.4 1.6 ▲ 2.7 8.9 3.7 ▲ 0.1 0.1 0.6 ▲ 1.6 ▲ 14.5 0.6 ▲ 8.3 ▲ 1.3 ▲ 3.7 ▲ 4.7 ▲ 6.0

2,585 2,578 2,530 1,824 2,738 2,473 2,463 3,511 2,806 2,785 2,455 2,152 2,436 2,482 2,146 1,916

1.4 ▲ 0.3 ▲ 1.9 ▲ 0.7 4.3 ▲ 2.0 ▲ 8.6 4.7 ▲ 2.1 ▲ 1.6 ▲ 9.1 ▲ 10.8 1.8 0.3 ▲ 4.4 5.0

606 603 578 477 645 623 562 871 620 522 515 503 519 604 534 414

4.5 ▲ 0.6 ▲ 4.1 ▲ 1.6 ▲ 0.9 3.0 ▲ 8.8 ▲ 3.4 ▲ 5.9 ▲ 10.3 ▲ 3.4 ▲ 7.5 ▲ 2.8 4.0 ▲ 2.6 ▲ 13.2

335 346 339 268 382 343 339 542 395 319 318 306 319 306 283 219

▲ 2.3 3.4 ▲ 2.0 12.1 7.3 ▲ 2.0 ▲ 11.5 5.7 3.1 ▲ 6.7 ▲ 0.3 0.7 ▲ 1.2 ▲ 13.6 8.8 ▲ 18.3

336 314 297 242 358 347 369 471 312 231 264 257 267 262 212 213

6.3 ▲ 6.4 ▲ 5.5 ▲ 3.2 4.7 19.7 7.6 16.3 ▲ 6.6 ▲ 25.7 ▲ 5.4 ▲ 20.9 ▲ 21.5 ▲ 18.6 ▲ 10.5 ▲ 12.0

　○　地域別有効求人倍率

令和4年 令和5年 令和6年 5年12月 6年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

0.97 1.01 1.00 1.11 1.11 1.13 1.07 0.95 0.88 0.87 0.95 0.98 0.98 1.00 1.01 1.06

0.02 0.04 ▲ 0.01 ▲ 0.03 0.00 0.05 0.04 ▲ 0.01 ▲ 0.04 ▲ 0.06 ▲ 0.01 0.01 0.00 0.00 ▲ 0.03 ▲ 0.05

0.86 0.90 0.89 1.00 0.97 0.98 0.96 0.83 0.80 0.79 0.83 0.84 0.88 0.90 0.93 0.96

0.07 0.04 ▲ 0.01 0.02 ▲ 0.02 0.00 0.02 ▲ 0.02 0.01 ▲ 0.01 0.00 ▲ 0.03 ▲ 0.03 ▲ 0.04 ▲ 0.03 ▲ 0.04

0.89 0.83 0.79 0.87 0.88 0.86 0.81 0.73 0.68 0.71 0.75 0.79 0.79 0.82 0.86 0.91

0.08 ▲ 0.06 ▲ 0.04 ▲ 0.13 ▲ 0.11 ▲ 0.09 ▲ 0.10 ▲ 0.07 ▲ 0.09 ▲ 0.05 ▲ 0.04 0.00 0.00 0.03 0.04 0.04

1.26 1.29 1.31 1.44 1.41 1.40 1.37 1.27 1.20 1.15 1.21 1.29 1.34 1.36 1.36 1.40

0.12 0.03 0.02 ▲ 0.01 ▲ 0.05 ▲ 0.01 0.04 0.01 0.01 ▲ 0.01 0.04 0.07 0.06 0.04 0.01 ▲ 0.04

1.56 1.42 1.49 1.69 1.64 1.57 1.50 1.36 1.28 1.30 1.49 1.60 1.54 1.52 1.55 1.62

0.27 ▲ 0.14 0.07 0.07 0.09 0.17 0.11 0.10 0.06 0.07 0.23 0.20 0.04 ▲ 0.06 ▲ 0.14 ▲ 0.07

1.18 1.03 1.06 1.08 1.16 1.11 0.95 0.85 0.87 0.95 1.05 1.09 1.14 1.22 1.18 1.30

0.13 ▲ 0.15 0.03 ▲ 0.29 ▲ 0.26 ▲ 0.10 ▲ 0.18 ▲ 0.07 ▲ 0.03 0.03 0.05 0.15 0.16 0.30 0.19 0.22

1.91 1.94 1.82 2.11 2.01 1.90 1.81 1.60 1.58 1.65 1.80 1.77 1.81 1.93 1.96 2.16

0.24 0.03 ▲ 0.12 ▲ 0.04 ▲ 0.03 ▲ 0.12 ▲ 0.15 ▲ 0.19 ▲ 0.14 ▲ 0.19 ▲ 0.15 ▲ 0.21 ▲ 0.16 0.03 ▲ 0.10 0.05

但　馬

丹　波

淡　路

西播磨

（注）パートタイムを含む全数、下段は前年同月差（前年差）。

丹　波

淡　路

神　戸

阪　神

東播磨

（注）パートタイムを含む全数、下段は前年同月比（前年比）、各年は月平均値。

但　馬

神　戸

阪　神

東播磨

西播磨

但　馬

丹　波

淡　路

神　戸

阪　神

東播磨

（注）パートタイムを含む全数、下段は前年同月比（前年比）、各年は月平均値。

西播磨
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第５表 - 1　　　産業別一般新規求人状況 （新規学卒者を除く　原数値）

一般 パートタイム 一般 パートタイム 一般 パートタイム

合　　　　　　　　計 27,316 15,776 11,540 ▲ 6.1 ▲ 6.5 ▲ 5.6 ▲ 1,783 ▲ 1,104 ▲ 679

A .B　農、林、漁業（01～04） 95 42 53 33.8 ▲ 12.5 130.4 24 ▲ 6 30

C　鉱業, 採石業, 砂利採取業（05） 3 3 0 ▲ 50.0 ▲ 50.0 - ▲ 3 ▲ 3 0

D　建設業（06～08） 1,950 1,826 124 ▲ 5.7 ▲ 4.8 ▲ 16.8 ▲ 118 ▲ 93 ▲ 25

　　　　　（06　総合工事業） 993 934 59 ▲ 1.7 1.5 ▲ 34.4 ▲ 17 14 ▲ 31

E　製造業（09～32） 2,585 2,005 580 ▲ 11.3 ▲ 8.0 ▲ 20.9 ▲ 328 ▲ 175 ▲ 153

     09　食料品製造業 542 274 268 9.5 3.0 17.0 47 8 39

　　10　飲料・たばこ・飼料製造業 89 71 18 20.3 39.2 ▲ 21.7 15 20 ▲ 5

　　11　繊維工業 50 32 18 ▲ 18.0 ▲ 15.8 ▲ 21.7 ▲ 11 ▲ 6 ▲ 5

　　12　木材・木製品製造業（家具を除く） 35 29 6 12.9 38.1 ▲ 40.0 4 8 ▲ 4

　　13　家具・装備品製造業 13 10 3 ▲ 40.9 ▲ 41.2 ▲ 40.0 ▲ 9 ▲ 7 ▲ 2

　　14　パルプ・紙・紙加工品製造業 64 51 13 0.0 21.4 ▲ 40.9 0 9 ▲ 9

　　15　印刷・同関連業 63 47 16 16.7 11.9 33.3 9 5 4

　　16　化学工業 164 140 24 ▲ 38.6 ▲ 9.1 ▲ 78.8 ▲ 103 ▲ 14 ▲ 89

　　17　石油製品・石炭製品製造業 1 1 0 ▲ 50.0 ▲ 50.0 - ▲ 1 ▲ 1 0

　　18　プラスチック製品製造業（別掲を除く） 120 100 20 1.7 20.5 ▲ 42.9 2 17 ▲ 15

　　19　ゴム製品製造業 39 38 1 ▲ 4.9 22.6 ▲ 90.0 ▲ 2 7 ▲ 9

　　21　窯業・土石製品製造業 74 73 1 ▲ 6.3 1.4 ▲ 85.7 ▲ 5 1 ▲ 6

　　22　鉄鋼業 134 122 12 ▲ 9.5 ▲ 15.3 200.0 ▲ 14 ▲ 22 8

　　23　非鉄金属製造業 55 51 4 77.4 104.0 ▲ 33.3 24 26 ▲ 2

　　24　金属製品製造業 288 251 37 ▲ 5.6 ▲ 7.7 12.1 ▲ 17 ▲ 21 4

　　25　はん用機械器具製造業 176 158 18 ▲ 27.3 ▲ 25.1 ▲ 41.9 ▲ 66 ▲ 53 ▲ 13

　　26　生産用機械器具製造業 112 104 8 ▲ 16.4 ▲ 18.1 14.3 ▲ 22 ▲ 23 1

　　27　業務用機械器具製造業 33 27 6 6.5 17.4 ▲ 25.0 2 4 ▲ 2

　　28　電子部品・デバイス・電子回路製造業 51 43 8 ▲ 5.6 2.4 ▲ 33.3 ▲ 3 1 ▲ 4

　　29　電気機械器具製造業 193 161 32 ▲ 36.3 ▲ 32.1 ▲ 51.5 ▲ 110 ▲ 76 ▲ 34

　　30　情報通信機械器具製造業 36 25 11 2.9 ▲ 13.8 83.3 1 ▲ 4 5

　　31　輸送用機械器具製造業 189 160 29 ▲ 9.6 ▲ 11.1 0.0 ▲ 20 ▲ 20 0

　　20,32　その他の製造業 64 37 27 ▲ 43.4 ▲ 47.9 ▲ 35.7 ▲ 49 ▲ 34 ▲ 15

Ｆ　電気・ガス・熱供給・水道業（33～36） 34 30 4 (▲ 8.1) (▲ 6.3) (▲ 20.0) (▲ 3) (▲ 2) (▲ 1)

Ｇ　情報通信業（37～41） 171 149 22 ▲ 29.9 ▲ 23.2 ▲ 56.0 ▲ 73 ▲ 45 ▲ 28

　　　　　（39　情報サービス業） 147 133 14 ▲ 31.6 ▲ 25.7 ▲ 61.1 ▲ 68 ▲ 46 ▲ 22

Ｈ　運輸業, 郵便業（42～49） 1,253 951 302 (▲ 8.1) (▲ 2.7) (▲ 22.0) (▲ 111) (▲ 26) (▲ 85)

Ｉ　卸売業, 小売業（50～61） 3,063 1,645 1,418 (1.8) (▲ 4.7) (10.6) (55) (▲ 81) (136)

　　　　　50～55　卸売業 720 498 222 (▲ 6.9) (▲ 6.2) (▲ 8.3) (▲ 53) (▲ 33) (▲ 20)

　　　　　56～61　小売業 2,343 1,147 1,196 (4.8) (▲ 4.0) (15.0) (108) (▲ 48) (156)

　　　　　（56　各種商品小売業） 435 72 363 (210.7) (105.7) (245.7) (295) (37) (258)

Ｊ　金融業, 保険業（62～67） 146 89 57 10.6 2.3 26.7 14 2 12

Ｋ　不動産業, 物品賃貸業（68～70） 500 362 138 ▲ 11.2 ▲ 10.4 ▲ 13.2 ▲ 63 ▲ 42 ▲ 21

Ｌ　学術研究, 専門・技術サービス業（71～74） 681 517 164 5.4 6.4 2.5 35 31 4

Ｍ　宿泊業, 飲食サービス業（75～77） 1,127 321 806 ▲ 40.0 ▲ 59.8 ▲ 25.2 ▲ 750 ▲ 478 ▲ 272

　　　　　（75　宿泊業） 333 109 224 ▲ 28.2 ▲ 31.4 ▲ 26.6 ▲ 131 ▲ 50 ▲ 81

　　　　　（76　飲食店） 685 187 498 ▲ 48.4 ▲ 69.3 ▲ 30.5 ▲ 642 ▲ 423 ▲ 219

N　生活関連サービス業, 娯楽業（78～80） 564 228 336 ▲ 18.6 ▲ 31.1 ▲ 7.2 ▲ 129 ▲ 103 ▲ 26

O　教育，学習支援業（81,82） 486 258 228 ▲ 20.2 ▲ 8.8 ▲ 30.1 ▲ 123 ▲ 25 ▲ 98

Ｐ　医療，福祉（83～85） 9,304 4,551 4,753 (▲ 1.2) (1.0) (▲ 3.2) (▲ 114) (44) (▲ 158)

　　　　　（83　医療業） 2,687 1,523 1,164 (1.6) (4.9) (▲ 2.4) (42) (71) (▲ 29)

　　　　　（85　社会保険・社会福祉・介護事業） 6,588 3,021 3,567 (▲ 2.4) (▲ 0.7) (▲ 3.8) (▲ 163) (▲ 22) (▲ 141)

Ｑ　複合サービス事業（86,87） 154 86 68 ▲ 24.1 ▲ 27.7 ▲ 19.0 ▲ 49 ▲ 33 ▲ 16

Ｒ　サービス業（他に分類されないもの） （88～96） 3,946 2,501 1,445 (3.7) (0.9) (9.1) (142) (22) (120)

S. T　公務（他に分類されるものを除く）・その他（97,98,99） 1,254 212 1,042 ▲ 13.1 ▲ 30.0 ▲ 8.6 ▲ 189 ▲ 91 ▲ 98

(注) 1.令和6年4月以降については令和5年7月改定の ｢日本標準産業分類｣ に基づく区分、令和6年3月以前については平成25年10月改定の

　　　「日本標準産業分類」に基づく区分により表章したもの。

　　  2.対前年同月比及び対前年同月差については、産業分類改定による影響のある産業について（）で示している。

　　  3.全数は「一般 （一般常用＋臨時・季節）」＋「パートタイム （常用的パートタイム＋臨時的パートタイム）」。

令和6年12月

全 数 全 数

対前年同月差        （人）対前年同月比        （％）

産　　　 業
全 数

新規求人数         （人）
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第５表 - 2　　主要産業別、規模別一般新規求人状況　　（原数値）

  ○ 主要産業別、規模別一般新規求人状況 （新規学卒者を除く）

新

規

求

人

∧

人

∨

対

前

年

同

月

比

∧

％

∨

  ○ 主要産業における対前年同月比の推移 （新規学卒者を除く）
6年
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

合　　　計　（　全　産　業　） ▲ 0.3 1.7 ▲ 5.1 ▲ 4.2 ▲ 0.7 ▲ 8.6 2.0 ▲ 3.0 ▲ 6.8 ▲ 1.4 ▲ 3.1 ▲ 6.1

D 建設業 8.9 12.6 ▲ 11.1 ▲ 2.7 ▲ 5.5 ▲ 20.1 ▲ 7.5 ▲ 13.0 ▲ 9.1 ▲ 5.9 ▲ 8.2 ▲ 5.7

E 製造業 ▲ 13.9 ▲ 13.6 ▲ 3.0 ▲ 13.9 ▲ 6.0 ▲ 5.2 ▲ 1.0 ▲ 4.8 1.9 ▲ 1.4 ▲ 0.3 ▲ 11.3

全 G 情報通信業 22.3 ▲ 18.5 ▲ 20.5 30.2 ▲ 21.0 ▲ 26.0 26.6 ▲ 16.1 ▲ 35.4 40.4 ▲ 17.5 ▲ 29.9

H 運輸業, 郵便業 20.6 ▲ 11.3 ▲ 14.7 (12.4) (▲ 3.2) (▲ 21.7) (▲ 10.7) (15.6) (▲ 12.9) (▲ 7.0) (24.1) (▲ 8.1)

I  卸売業, 小売業 ▲ 2.9 ▲ 0.6 ▲ 6.1 (▲ 21.1) (▲ 6.7) (▲ 10.0) (▲ 12.3) (▲ 7.4) (▲ 1.6) (▲ 11.8) (▲ 8.8) (1.8)

L 学術研究, 専門・技術サービス業 28.0 16.9 ▲ 27.0 19.5 ▲ 3.1 ▲ 4.1 9.0 ▲ 13.8 ▲ 5.8 1.0 ▲ 6.1 5.4

M 宿泊業, 飲食サービス業 26.7 64.4 8.0 31.2 49.7 ▲ 8.7 21.8 31.9 ▲ 18.2 8.2 ▲ 19.8 ▲ 40.0

数 N 生活関連サービス業, 娯楽業 ▲ 3.0 ▲ 4.9 ▲ 30.4 ▲ 13.4 11.7 ▲ 6.7 4.9 8.9 ▲ 32.2 20.8 ▲ 2.8 ▲ 18.6

O 教育，学習支援業 ▲ 1.1 ▲ 28.2 22.4 5.7 ▲ 2.7 40.1 5.7 ▲ 12.6 ▲ 0.2 ▲ 2.4 24.9 ▲ 20.2

P 医療, 福祉 ▲ 2.3 4.1 0.5 (▲ 7.8) (▲ 2.7) (▲ 2.9) (6.0) (▲ 3.2) (▲ 4.6) (3.9) (▲ 2.5) (▲ 1.2)

R サービス業（他に分類されないもの） ▲ 3.7 ▲ 5.0 ▲ 11.3 (▲ 4.5) (2.0) (▲ 14.4) (▲ 1.7) (▲ 7.0) (▲ 9.6) (▲ 2.5) (3.3) (3.7)

合　　　計　（　全　産　業　） 2.3 1.0 ▲ 2.5 ▲ 1.6 ▲ 0.8 ▲ 5.6 ▲ 0.8 ▲ 2.6 ▲ 4.9 ▲ 0.7 ▲ 2.1 ▲ 6.5

D 建設業 9.7 15.6 ▲ 11.2 ▲ 3.2 ▲ 0.2 ▲ 21.0 ▲ 7.8 ▲ 11.4 ▲ 9.2 ▲ 5.4 ▲ 7.7 ▲ 4.8

E 製造業 ▲ 15.6 ▲ 12.7 ▲ 2.6 ▲ 9.3 ▲ 7.8 ▲ 1.4 ▲ 0.9 ▲ 5.9 5.5 1.3 ▲ 6.7 ▲ 8.0

一 G 情報通信業 21.2 ▲ 13.8 ▲ 27.4 49.0 ▲ 18.4 ▲ 23.3 23.2 ▲ 15.6 ▲ 32.1 44.5 ▲ 20.0 ▲ 23.2

H 運輸業, 郵便業 23.8 ▲ 9.5 ▲ 17.7 (10.8) (▲ 6.5) (▲ 24.4) (▲ 15.7) (18.5) (▲ 10.6) (▲ 12.6) (22.4) (▲ 2.7)

I  卸売業, 小売業 ▲ 2.9 ▲ 8.3 ▲ 14.8 (▲ 15.0) (▲ 2.8) (▲ 4.8) (▲ 16.2) (▲ 1.9) (1.6) (▲ 15.0) (▲ 5.0) (▲ 4.7)

L 学術研究, 専門・技術サービス業 24.0 14.3 ▲ 21.3 10.5 ▲ 11.7 ▲ 2.3 13.8 ▲ 5.4 2.8 ▲ 5.2 ▲ 5.1 6.4

M 宿泊業, 飲食サービス業 87.1 73.6 64.9 66.0 50.3 39.9 14.5 44.7 ▲ 6.9 19.4 ▲ 30.8 ▲ 59.8

般 N 生活関連サービス業, 娯楽業 ▲ 9.0 ▲ 13.1 ▲ 24.0 ▲ 6.5 14.4 ▲ 8.9 1.4 3.6 ▲ 44.1 22.4 10.5 ▲ 31.1

O 教育，学習支援業 ▲ 10.5 ▲ 29.6 50.5 1.8 23.9 77.6 ▲ 2.0 ▲ 3.1 2.9 ▲ 5.0 43.8 ▲ 8.8

P 医療, 福祉 ▲ 4.0 7.6 5.6 (▲ 7.6) (▲ 1.0) (▲ 0.3) (3.9) (2.0) (▲ 1.7) (5.8) (▲ 0.3) (1.0)

R サービス業（他に分類されないもの） ▲ 1.7 ▲ 5.6 ▲ 2.3 (▲ 5.3) (0.5) (▲ 7.9) (▲ 1.9) (▲ 14.0) (▲ 8.5) (3.6) (6.4) (0.9)

(注) 1.令和6年4月以降については令和5年7月改定の ｢日本標準産業分類｣ に基づく区分、令和6年3月以前については平成25年10月改定の

　　　「日本標準産業分類」に基づく区分により表章したもの。

　　　2.対前年同月比については、産業分類改定による影響のある産業について（）で示している。

　　  3.全数は「一般 （一般常用＋臨時・季節）」＋「パートタイム （常用的パートタイム＋臨時的パートタイム）」

100～299人

29人以下

30～99人

（企業規模別）

産　　　 業　　・　　規　　　 模

E 製造業

R サービス業（他に分類されないもの）

合　　　　計　　(　全　産　業　)

D 建設業

G 情報通信業

I  卸売業, 小売業

M 宿泊業, 飲食サービス業

L 学術研究, 専門・技術サービス業

P 医療, 福祉

O 教育，学習支援業

N 生活関連サービス業, 娯楽業

H 運輸業, 郵便業 951

1,645

1,950 1,826

2,585

3,063

1,253

149

全  数 一 般

15,77627,316

2,005

171

302

1,418

900 51

1,529

▲ 20.2

5.4

486

4,922

1,127

3,946

9,304

564

▲ 40.0

681

▲ 8.8

▲ 18.6 ▲ 31.1

2,192

228

321

2,501

258

517

6,710

2,852

▲ 6.5

2,351

5,216

4,551

4,126

1,045

1941,144

▲ 59.8

(24.7)

▲ 60.0

2,984

6.4

3,235

▲ 8.0

▲ 4.7

▲ 23.2

▲ 4.8

▲ 19.4

▲ 8.3

16.7

(▲ 2.9)

294

(▲ 6.4)

▲ 52.4

5.7

2,558

▲ 7.7

1,241

1,338

▲ 6.1

▲ 9.1

0.6

1,000人以上 ▲ 8.0

0.8 3.8

▲ 3.4

（企業規模別）

▲ 1.0

▲ 29.9

▲ 5.0

(1.8)

(▲ 8.1) (▲ 2.7)

(▲ 4.7)

産　　　　 　　　業

500～999人

100～299人

▲ 54.5

▲ 70.0

29人以下

30～99人

300～499人

▲ 11.6

▲ 7.5 ▲ 11.5

▲ 11.1

O 教育，学習支援業

P 医療, 福祉 (▲ 1.2)
R サービス業（他に分類されないもの）

▲ 1.6

▲ 13.1

▲ 18.5▲ 1.1

(▲ 6.1)

(1.3)

41.1

H 運輸業, 郵便業

I  卸売業, 小売業

1,000人以上

合　　　　計　　(　全　産　業　)

G 情報通信業

500～999人

D 建設業

(▲ 22.0)

300～499人

M 宿泊業, 飲食サービス業

5,925

(1.0)

(0.9)

N 生活関連サービス業, 娯楽業

▲ 11.3

▲ 29.9

E 製造業

▲ 5.7

L 学術研究, 専門・技術サービス業

(▲ 10.6)

(16.1)(3.7)

2.5

951

(10.6)

(▲ 3.2)

　　　　　　　　（％）

1.1

0.0

▲ 9.3

▲ 5.2 29.8

▲ 6.9

23.6 ▲ 2.9

2.8

▲ 0.3

▲ 7.3

▲ 13.2

(9.1)

(2.0)

▲ 25.2

▲ 56.0

▲ 30.1

▲ 7.2

▲ 57.9

▲ 6.2

▲ 12.3

3,073

248 10

472

196

4,441

228

1,938

0.0

110 4,753

175

▲ 20.9

▲ 16.8▲ 13.6

1,013

▲ 5.66.8

2,584

909 1,4451,592

1,981

88

806311

3363225

164

10

35482

2,809

4,038

2,763

116

22

11,540

令和6年12月

パートタイム

124

580

19

1,928

一般常用

1,419

1,807

14,357

77

臨時・季節

8141
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 第６表　　企業規模別一般新規求人の推移（新規学卒者を除く　原数値）

 第７表　　新規求職者の状況（態様別）

※新規学卒者を除き、パートタイムを含む。　上段は原数値、下段は前年同月比（前年比）。　各年は月平均値。

※下段は前年同月比（前年比）。　各年は月平均値。

※一般常用労働者（新規学卒者、パート、臨時・季節を除く）の数値（原数値）を計上。

※「無業者」には、(1)家事、育児等従事者、(2)その他を計上し、離職後１年を超える者を含む。

令和4年 令和5年 令和6年 5年12月 6年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

8,600 7,858 7,531 6,946 8,198 8,150 7,824 7,495 6,958 7,363 8,148 6,729 7,562 8,519 6,713 6,710

5.7 ▲ 8.6 ▲ 4.2 ▲ 7.0 2.1 ▲ 1.3 ▲ 7.1 ▲ 4.3 ▲ 6.8 ▲ 11.1 7.4 ▲ 9.3 ▲ 7.7 1.8 ▲ 10.4 ▲ 3.4

6,158 5,816 5,449 5,565 5,980 5,711 5,654 5,294 5,041 5,076 6,046 5,071 5,325 6,298 4,975 4,922

7.4 ▲ 5.5 ▲ 6.3 ▲ 1.5 ▲ 0.8 ▲ 7.3 ▲ 9.7 ▲ 10.0 ▲ 7.2 ▲ 13.4 2.4 ▲ 5.4 ▲ 12.6 5.1 ▲ 5.3 ▲ 11.6

6,163 5,777 5,379 5,641 6,020 5,491 5,394 5,140 4,988 5,147 5,596 4,881 5,418 6,240 5,015 5,216

14.4 ▲ 6.3 ▲ 6.9 ▲ 15.4 ▲ 10.3 0.8 ▲ 12.6 ▲ 5.0 ▲ 8.2 ▲ 18.4 3.0 ▲ 10.8 ▲ 8.9 3.5 ▲ 5.8 ▲ 7.5

2,112 2,265 2,202 2,178 2,463 2,086 1,923 2,183 2,198 2,388 2,156 2,044 2,368 2,243 2,179 2,192

12.9 7.3 ▲ 2.8 18.6 ▲ 4.8 ▲ 3.0 ▲ 15.5 ▲ 7.3 10.7 4.0 ▲ 9.6 6.5 5.2 ▲ 26.4 24.5 0.6

2,155 2,283 2,240 2,332 2,409 2,277 2,018 2,220 1,973 1,956 2,605 2,127 2,073 2,848 2,021 2,351

12.8 5.9 ▲ 1.9 3.7 ▲ 18.3 ▲ 3.1 ▲ 10.7 2.4 ▲ 6.9 ▲ 7.7 12.0 ▲ 0.8 ▲ 11.1 28.5 ▲ 3.2 0.8

4,732 4,931 5,268 6,437 6,245 5,744 5,338 5,267 4,883 4,836 4,910 5,054 4,577 5,310 5,130 5,925

0.5 4.2 6.8 29.3 22.5 25.0 24.4 1.8 29.1 9.9 ▲ 6.6 15.0 1.4 ▲ 15.3 3.4 ▲ 8.0
1,000人以上

29人以下

30～99人

100～299人

300～499人

500～999人

令和4年 令和5年 令和6年 5年12月 6年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

9,588 9,491 9,133 7,254 10,049 9,821 9,452 12,343 9,763 8,246 9,050 8,352 8,691 9,292 7,596 6,938

▲ 0.2 ▲ 1.0 ▲ 3.8 2.1 1.3 ▲ 1.1 ▲ 7.9 1.4 ▲ 1.7 ▲ 12.2 ▲ 0.3 ▲ 9.3 ▲ 3.6 ▲ 2.6 ▲ 7.2 ▲ 4.4

2,788 2,622 2,468 2,201 2,977 3,271 2,883 2,434 2,485 2,242 2,229 2,299 2,414 2,317 2,061 2,006

1.7 ▲ 6.0 ▲ 5.9 ▲ 0.5 ▲ 1.5 ▲ 1.4 ▲ 6.5 ▲ 1.3 ▲ 0.6 ▲ 17.4 ▲ 3.0 ▲ 10.7 ▲ 1.3 ▲ 7.8 ▲ 11.5 ▲ 8.9

6,090 6,202 5,988 4,561 6,385 5,873 5,820 9,010 6,554 5,355 6,125 5,472 5,615 6,306 4,928 4,411

▲ 1.2 1.8 ▲ 3.5 3.4 1.9 ▲ 0.4 ▲ 7.5 1.6 ▲ 2.4 ▲ 11.5 ▲ 0.5 ▲ 9.0 ▲ 5.2 ▲ 1.0 ▲ 7.3 ▲ 3.3

206 212 214 143 208 209 182 512 241 163 194 181 158 205 162 148

0.4 2.8 0.8 13.5 ▲ 4.6 17.4 ▲ 13.7 2.6 7.1 ▲ 4.7 ▲ 3.5 7.1 ▲ 3.7 3.0 ▲ 1.8 3.5

1,388 1,433 1,346 1,130 1,396 1,282 1,300 2,343 1,460 1,197 1,374 1,134 1,075 1,466 1,036 1,084

▲ 13.6 3.3 ▲ 6.1 9.6 3.4 0.2 ▲ 6.3 ▲ 4.9 ▲ 7.3 ▲ 15.0 ▲ 10.7 ▲ 6.5 ▲ 9.3 0.5 ▲ 14.2 ▲ 4.1

4,324 4,411 4,280 3,176 4,636 4,231 4,179 5,957 4,714 3,854 4,397 4,013 4,232 4,479 3,601 3,072

3.2 2.0 ▲ 3.0 2.0 2.2 ▲ 1.7 ▲ 7.9 3.6 ▲ 1.0 ▲ 10.5 3.0 ▲ 10.7 ▲ 4.6 ▲ 1.8 ▲ 5.2 ▲ 3.3

709 667 677 492 687 677 749 899 724 649 696 581 662 669 607 521

1.3 ▲ 6.0 1.5 1.4 9.4 ▲ 5.8 ▲ 16.1 6.9 1.7 4.0 11.9 ▲ 6.9 3.1 2.0 11.4 5.9
無業者

自己都合離職者

新規求職者数計

在職者

離職者

定年等退職者

事業主都合離職者
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〈参考　表１ - 1〉　　一般職業紹介状況 （新規学卒者を除きパートタイムを含む）　（原数値）

6年 6年 5年

12月 11月 12月

74,461 78,171 75,779 ▲ 1.7 0.5

11,500 12,974 11,724 ▲ 1.9 3.6

81,751 81,854 84,819 ▲ 3.6 ▲ 0.6

27,316 26,033 29,099 ▲ 6.1 0.7

3,101 3,341 3,388 ▲ 8.5

2,794 3,015 3,067 ▲ 8.9

1.10 1.05 1.12 ▲ 0.02 － 

0.99 1.00 1.01 － ▲ 0.01

2.38 2.01 2.48 ▲ 0.10 － 

1.74 1.79 1.81 － ▲ 0.05

27.0 25.8 28.9 ▲ 1.9

10.2 11.6 10.5 ▲ 0.3

74,209 77,911 75,505 ▲ 1.7

11,450 12,926 11,670 ▲ 1.9

73,884 74,571 76,621 ▲ 3.6

24,040 23,678 25,479 ▲ 5.6

2,723 3,038 3,003 ▲ 9.3

2,459 2,742 2,722 ▲ 9.7

1.00 0.96 1.01 ▲ 0.01

2.10 1.83 2.18 ▲ 0.08

23.8 23.5 25.7 ▲ 2.0

10.2 11.6 10.7 ▲ 0.5

(注) １．季節調整法はセンサス局法Ⅱ（Ｘ-12-ＡＲＩＭＡ）による。

            なお、令和5年12月以前の季節調整値は、令和6年1月分公表時に新季節指数により改定されている。

 ２．▲は減少である。

令和6年12月

季節調整値
対前月

増減比、差
（%、ﾎﾟｲﾝﾄ）

対前年同月
増減比、差

（%、ﾎﾟｲﾝﾄ）

常
 
 
 
 
 

用
 
 
 
 
 

計  18  新規求人倍率（14/12）（倍）

 19  就職率（15/12*100）（％）

 15  就職件数（件）

 12  新規求職申込件数（件）

 14  新規求人数（人）

項　　　　　　　　目

  7  有効求人倍率（3/1）（倍）

  1  月間有効求職者数（人）

  5  就職件数（件）

  4  新規求人数（人）

全
 
 
 
 
 
 
 

数

  3  月間有効求人数（人）

  2  新規求職申込件数（件）

 20  充足率（16/14*100）（％）

 16  充足数（件）

 13  月間有効求人数（人）

 17  有効求人倍率（１3/11）（倍）

 11  月間有効求職者数（人）

  6  充足数（件）

 10  充足率（6/4*100）（％）

           季節調整値

  9  就職率（5/2*100）（％）

           季節調整値

  8  新規求人倍率（4/2）（倍）
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令和6年12月

6年 6年 5年

12月 11月 12月

43,155 45,204 44,763 ▲ 3.6

6,938 7,596 7,254 ▲ 4.4

44,478 45,109 45,956 ▲ 3.2

14,357 14,529 15,551 ▲ 7.7

1,341 1,505 1,607 ▲ 16.6

1,240 1,364 1,439 ▲ 13.8

1.03 1.00 1.03 0.00

2.07 1.91 2.14 ▲ 0.07

19.3 19.8 22.2 ▲ 2.8

 10  充足率（6/4*100）（％） 8.6 9.4 9.3 ▲ 0.6

 11  月間有効求人数（人） 37,468 38,102 38,305 ▲ 2.2

12,033 12,215 12,724 ▲ 5.4

1,113 1,221 1,346 ▲ 17.3

1,030 1,117 1,202 ▲ 14.3

0.87 0.84 0.86 0.01

8.6 9.1 9.4 ▲ 0.9

31,054 32,707 30,742 1.0

4,512 5,330 4,416 2.2

29,406 29,462 30,665 ▲ 4.1

9,683 9,149 9,928 ▲ 2.5

1,382 1,533 1,396 ▲ 1.0

1,219 1,378 1,283 ▲ 5.0

0.95 0.90 1.00 ▲ 0.05

2.15 1.72 2.25 ▲ 0.10

30.6 28.8 31.6 ▲ 1.0

12.6 15.1 12.9 ▲ 0.3

１．▲は減少である。

２．正社員の有効求人倍率は正社員の月間有効求人数をパートタイムを除く常用の月間有効求職者数で除して算出して

        　　いるが、パートタイムを除く月間有効求職者数には派遣労働者や契約社員を希望する者も含まれるため、厳密な意味

 　　での正社員有効求人倍率より低い値となる。

対前年同月
増減比、差
（%、ﾎﾟｲﾝﾄ）

  9  就職率（5/2*100）（％）

常
用
的
パ
ー
ト
タ
イ
ム

 18　新規求職申込件数（人）

一
般
常
用

（
パ
ー
ト
タ
イ
ム
を
除
く

）

  6  充足数（件）

正
　
社
　
員

 13  就職件数（件）

  1  月間有効求職者数（人）

 26  充足率（22/20*100）（％）

 23  有効求人倍率（１9/17）（倍）

 25  就職率（21/18*100）（％）

  8  新規求人倍率（4/2）（倍）

 16  充足率（14/12*100）（％）

 12  新規求人数（人）

  3  月間有効求人数（人）

〈参考　表１ - 2〉　　雇用形態別常用職業紹介状況（新規学卒者を除く）　（原数値）

 24  新規求人倍率（20/18）（倍）

 14  充足数（件）

 15  有効求人倍率（11/1）（倍）

 22  充足数（件）

 20  新規求人数（人）

 21  就職件数（件）

 19  月間有効求人数（人）

 17  月間有効求職者数（人）

  4  新規求人数（人）

項　　　　　　　　目

  7  有効求人倍率（3/1）（倍）

  5  就職件数（件）

  2  新規求職申込件数（件）
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職　　業　　分　　類 有効求人数 有効求職者数 有効求人倍率 充足数

　Ａ管理的職業従事者 146 250 0.58 3

　Ｂ専門的・技術的職業従事者 17,577 10,274 1.71 326

  　07製造技術者（開発） 619 389 1.59 5

  　08製造技術者（開発を除く） 479 804 0.60 16

  　09建築・土木・測量技術者 1,716 424 4.05 17

  　10情報処理・通信技術者 763 1,187 0.64 5

 　 11その他の技術者 108 84 1.29 1

　  12医師，歯科医師，獣医師，薬剤師 531 283 1.88 7

  　13保健師，助産師，看護師 4,217 1,814 2.32 98

  　14医療技術者 1,950 548 3.56 23

  　15その他の保健医療従事者 920 448 2.05 13

  　16社会福祉専門職業従事者 4,900 1,721 2.85 105

  　22美術家，デザイナー，写真家，映像撮影者 150 1,116 0.13 9

　  05.06.17～21.23.24その他の専門的職業 1,224 1,456 0.84 27

　Ｃ事務従事者 7,279 18,469 0.39 509

　  25一般事務従事者 5,029 15,357 0.33 355

 　 26会計事務従事者 713 1,241 0.57 46

　  27生産関連事務従事者 445 445 1.00 28

  　28営業・販売事務従事者 587 833 0.70 48

  　29外勤事務従事者 17 11 1.55 1

  　30運輸・郵便事務従事者 260 93 2.80 11

  　31事務用機器操作員 228 489 0.47 20

　Ｄ 販売従事者 7,065 4,074 1.73 129

  　32商品販売従事者 4,217 2,476 1.70 90

 　 33販売類似職業従事者 266 94 2.83 1

 　 34営業職業従事者 2,582 1,504 1.72 38

　Ｅサービス職業従事者 17,078 6,836 2.50 412

 　 35家庭生活支援サービス職業従事者 150 31 4.84 8

 　 36介護サービス職業従事者 8,571 2,017 4.25 140

 　 37保健医療サービス職業従事者 1,242 348 3.57 51

 　 38生活衛生サービス職業従事者 680 480 1.42 11

 　 39飲食物調理従事者 3,291 1,666 1.98 110

 　 40接客・給仕職業従事者 1,968 1,021 1.93 41

 　 41居住施設・ビル等管理人 158 578 0.27 18

 　 42その他のサービス職業従事者 1,018 695 1.46 33

　Ｆ保安職業従事者 3,015 523 5.76 77

　Ｇ農林漁業従事者 373 354 1.05 24

　Ｈ生産工程従事者 6,923 4,261 1.62 307

  　49生産設備制御・監視従事者（金属製品） 191 144 1.33 6

 　 50生産設備制御・監視従事者（金属製品を除く） 220 129 1.71 8

  　51機械組立設備制御・監視従事者 70 122 0.57 1

  　52製品製造・加工処理従事者（金属製品） 1,506 723 2.08 76

  　53製品製造・加工処理従事者（金属製品を除く） 2,207 1,242 1.78 128

  　54機械組立従事者 615 721 0.85 34

  　55機械整備・修理従事者 1,313 281 4.67 22

  　56製品検査従事者（金属製品） 100 76 1.32 2

  　57製品検査従事者（金属製品を除く） 187 111 1.68 9

  　58機械検査従事者 119 62 1.92 3

  　59生産関連・生産類似作業従事者 395 650 0.61 18

　Ｉ輸送・機械運転従事者 4,080 2,323 1.76 157

 　 60鉄道運転従事者 5 10 0.50 0

 　 61自動車運転従事者 3,217 1,483 2.17 120

 　 62船舶・航空機運転従事者 2 1 2.00 0

 　 63その他の輸送従事者 293 375 0.78 17

 　 64定置・建設機械運転従事者 563 454 1.24 20

　Ｊ建設・採掘従事者 3,491 634 5.51 59

 　 65建設躯体工事従事者 658 76 8.66 5

 　 66建設従事者（建設躯体工事従事者を除く） 956 211 4.53 14

 　 67電気工事従事者 630 216 2.92 12

 　 68土木作業従事者 1,241 130 9.55 28

 　 69採掘従事者 6 1 6.00 0

　Ｋ運搬・清掃・包装等従事者 6,857 9,271 0.74 456

 　 70運搬従事者 1,907 1,912 1.00 103

 　 71清掃従事者 2,581 1,819 1.42 171

 　 72包装従事者 254 283 0.90 31

 　 73その他の運搬・清掃・包装等従事者 2,115 5,257 0.40 151

　分類不能の職業 0 16,940 0.00 0

職　　　業　　　計 73,884 74,209 1.00 2,459

 参考

Ｉ Ｔ 関連職業合計 1,862 2,125 0.88 47

福祉関連職業合計 17,288 4,876 3.55 328

福祉関連職業のうち介護関係 11,741 2,728 4.30 216

※　数値は原数値

〈参考　表１ - 3〉　　常用求人・求職バランスシート（常用的パート含む） 【令和6年12月】

- 12 -



〈参考　表１ - 4〉　　一般職業紹介状況（全数） （新規学卒者を除く）

就職件数 充足数

季節調整
対前月
増減率

実　　　数
対前年同月

増減率

季節調整
対前月
増減率

実　　　数
対前年同月

増減率
季節調整値 実　　　数

季節調整
対前月
増減率

実　　　数
対前年同月

増減率

季節調整
対前月
増減率

実　　　数
対前年同月

増減率
季節調整値 実　　　数

実　　　数
対前年同月

増減率

実　　　数
対前年同月

増減率

％ ％ ％ ％ 倍 倍 ％ ％ ％ ％ 倍 倍 ％ ％

令和4年 － 0.9 － 9.1 － 1.01 － 1.6 － 7.9 － 1.84 ▲ 1.0 ▲ 3.4

令和5年 － ▲ 4.1 － ▲ 3.0 － 1.02 － ▲ 1.8 － ▲ 3.3 － 1.81 0.3 ▲ 0.7

令和6年 － ▲ 1.4 － ▲ 2.5 － 1.01 － ▲ 2.7 － ▲ 3.0 － 1.80 ▲ 4.0 ▲ 3.9

3年 12月 1.3 6.8 1.6 5.2 0.91 0.99 ▲ 1.1 10.0 5.9 5.3 1.76 2.31 ▲ 0.8 ▲ 3.8

4年 1月 0.3 8.8 2.4 8.3 0.93 1.02 0.2 12.2 ▲ 0.6 14.3 1.75 1.86 3.2 ▲ 0.6

2月 ▲ 1.0 7.7 1.6 9.1 0.96 1.03 ▲ 6.6 2.3 ▲ 0.9 3.5 1.86 1.80 ▲ 2.0 ▲ 4.4

3月 ▲ 0.4 5.6 0.9 7.7 0.97 1.00 6.6 0.3 3.0 3.1 1.79 1.69 ▲ 4.5 ▲ 7.1

4月 ▲ 0.9 3.5 ▲ 0.2 7.4 0.97 0.92 ▲ 1.5 1.3 1.3 11.3 1.84 1.33 ▲ 7.8 ▲ 9.1

5月 ▲ 0.2 5.1 1.7 10.6 0.99 0.90 0.8 21.5 ▲ 1.3 13.6 1.81 1.54 2.2 ▲ 0.3

6月 ▲ 1.2 4.2 1.4 12.0 1.02 0.93 0.9 4.8 1.5 9.1 1.82 1.83 2.7 ▲ 0.1

7月 ▲ 1.1 2.3 ▲ 0.1 10.5 1.03 0.98 ▲ 3.5 ▲ 3.1 1.1 10.4 1.90 2.03 0.2 ▲ 3.1

8月 ▲ 1.4 ▲ 1.2 0.2 10.8 1.05 1.02 ▲ 1.3 ▲ 1.8 ▲ 4.1 10.1 1.85 1.84 3.6 0.0

9月 ▲ 0.8 ▲ 3.7 ▲ 0.7 7.6 1.05 1.04 2.9 0.4 2.2 2.3 1.84 1.94 1.5 ▲ 2.0

10月 ▲ 0.3 ▲ 5.0 0.1 10.2 1.05 1.07 ▲ 1.0 ▲ 5.2 1.1 6.3 1.88 2.04 1.6 ▲ 1.0

11月 ▲ 0.8 ▲ 6.6 ▲ 0.2 8.4 1.06 1.10 ▲ 3.3 ▲ 7.6 1.2 10.8 1.96 2.15 ▲ 4.3 ▲ 4.9

12月 ▲ 0.7 ▲ 8.3 ▲ 0.7 6.7 1.06 1.15 1.1 ▲ 5.2 ▲ 5.4 1.6 1.84 2.47 ▲ 5.0 ▲ 5.8

5年 1月 ▲ 0.3 ▲ 8.7 ▲ 1.3 2.7 1.05 1.14 ▲ 1.1 ▲ 6.3 ▲ 1.3 ▲ 3.1 1.83 1.92 ▲ 5.6 ▲ 6.5

2月 0.4 ▲ 7.0 ▲ 1.5 ▲ 0.2 1.03 1.11 0.4 4.0 ▲ 1.4 1.7 1.80 1.76 5.4 5.4

3月 ▲ 0.2 ▲ 7.5 ▲ 0.5 ▲ 1.7 1.02 1.06 0.04 ▲ 6.5 1.0 ▲ 3.2 1.82 1.75 3.6 1.7

4月 ▲ 0.04 ▲ 6.8 0.03 ▲ 1.8 1.02 0.97 2.6 ▲ 2.7 0.5 ▲ 4.6 1.78 1.30 ▲ 2.5 ▲ 4.2

5月 0.1 ▲ 5.6 ▲ 0.3 ▲ 3.3 1.02 0.92 ▲ 1.3 1.1 ▲ 1.4 ▲ 2.3 1.78 1.49 3.2 1.9

6月 0.7 ▲ 4.3 ▲ 0.1 ▲ 5.0 1.01 0.93 ▲ 1.0 ▲ 4.7 1.5 ▲ 5.3 1.83 1.82 1.6 ▲ 3.5

7月 0.5 ▲ 2.6 ▲ 0.2 ▲ 4.6 1.01 0.96 2.4 1.5 0.5 ▲ 4.9 1.79 1.90 ▲ 2.7 ▲ 3.6

8月 ▲ 0.1 ▲ 1.7 ▲ 0.2 ▲ 5.8 1.00 0.98 ▲ 1.0 ▲ 2.5 ▲ 1.1 ▲ 5.7 1.79 1.78 0.0 ▲ 0.4

9月 ▲ 0.4 ▲ 1.4 0.2 ▲ 4.5 1.01 1.01 ▲ 2.1 ▲ 3.5 0.2 ▲ 2.4 1.83 1.96 ▲ 0.8 ▲ 1.1

10月 ▲ 0.4 ▲ 0.8 ▲ 0.1 ▲ 4.4 1.01 1.03 ▲ 0.1 0.3 1.4 ▲ 1.9 1.86 1.99 ▲ 1.5 ▲ 1.0

11月 ▲ 0.2 ▲ 1.4 ▲ 0.2 ▲ 4.6 1.01 1.06 2.2 ▲ 1.3 ▲ 2.5 ▲ 8.6 1.77 1.99 ▲ 2.4 ▲ 2.2

12月 0.4 ▲ 0.1 0.4 ▲ 3.1 1.01 1.12 1.7 0.5 3.8 0.9 1.81 2.48 4.2 3.8

6年 1月 ▲ 0.4 0.4 0.04 ▲ 2.6 1.02 1.11 ▲ 4.5 1.5 ▲ 3.8 ▲ 0.3 1.82 1.89 ▲ 1.6 ▲ 0.4

2月 1.3 0.9 2.7 0.8 1.03 1.11 4.8 ▲ 1.8 7.1 1.7 1.87 1.83 1.8 0.6

3月 ▲ 1.8 ▲ 1.0 ▲ 1.3 ▲ 0.9 1.04 1.06 ▲ 6.7 ▲ 7.6 ▲ 4.1 ▲ 5.1 1.92 1.80 ▲ 9.9 ▲ 10.6

4月 ▲ 0.8 ▲ 0.3 ▲ 3.2 ▲ 2.4 1.01 0.95 2.5 1.9 ▲ 7.2 ▲ 4.2 1.73 1.22 2.7 2.7

5月 1.4 ▲ 0.3 ▲ 1.2 ▲ 3.2 0.99 0.89 4.0 ▲ 1.5 2.1 ▲ 0.7 1.70 1.50 1.2 1.7

6月 0.6 ▲ 1.1 ▲ 0.8 ▲ 4.8 0.97 0.89 ▲ 4.6 ▲ 8.7 ▲ 0.2 ▲ 8.6 1.78 1.82 ▲ 13.4 ▲ 11.6

7月 ▲ 2.7 ▲ 2.0 1.2 ▲ 1.8 1.01 0.96 ▲ 4.0 ▲ 0.6 0.5 2.0 1.86 1.95 0.1 1.2

8月 ▲ 0.3 ▲ 4.2 0.5 ▲ 2.9 1.02 0.99 3.0 ▲ 8.8 3.6 ▲ 3.0 1.87 1.89 ▲ 4.8 ▲ 5.3

9月 0.5 ▲ 3.0 ▲ 0.1 ▲ 2.7 1.01 1.01 5.2 ▲ 1.7 ▲ 1.8 ▲ 6.8 1.75 1.86 ▲ 6.3 ▲ 7.3

10月 ▲ 1.0 ▲ 2.8 ▲ 0.8 ▲ 2.6 1.02 1.03 ▲ 4.9 ▲ 0.9 ▲ 1.8 ▲ 1.4 1.81 1.98 1.4 2.4

11月 1.1 ▲ 2.0 ▲ 0.1 ▲ 3.3 1.00 1.05 0.9 ▲ 3.9 0.2 ▲ 3.1 1.79 2.01 ▲ 7.9 ▲ 8.8

12月 0.5 ▲ 1.7 ▲ 0.6 ▲ 3.6 0.99 1.10 3.6 ▲ 1.9 0.7 ▲ 6.1 1.74 2.38 ▲ 8.5 ▲ 8.9

（注)1.パートタイムを含む全数。

     2.季節調整法はセンサス局法Ⅱ（X－12－ARIMA）による。

       なお、令和5年12月以前の季節調整値は、令和6年1月分公表時に新季節指数により改定されている。

月間有効求職者数 月間有効求人数 有効求人倍率 新規求職申込件数 新規求人数 新規求人倍率
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〈参考　表１ - 5〉　　雇用形態別就職件数の推移

全　数 一　般 一般のうち パート

うち受給者 うち受給者 常　　　　用 うち受給者 うち受給者

45,703 12,661 22,411 7,523 21,175 7,113 23,292 5,138 

45,848 12,751 22,254 7,721 21,137 7,331 23,594 5,030 

44,028 12,455 20,562 7,373 19,459 6,999 23,466 5,082 

4年 12月 3,253 942 1,581 561 1,475 523 1,672 381 

5年 1月 2,949 861 1,492 525 1,403 492 1,457 336 

2月 3,831 1,020 1,845 615 1,731 573 1,986 405 

3月 5,189 1,211 2,461 702 2,339 662 2,728 509 

4月 4,001 970 1,904 605 1,812 577 2,097 365 

5月 3,975 1,047 1,854 629 1,769 604 2,121 418 

6月 4,193 1,200 2,047 730 1,957 696 2,146 470 

7月 3,557 1,067 1,726 656 1,626 613 1,831 411 

8月 3,467 1,068 1,802 668 1,710 634 1,665 400 

9月 3,806 1,137 1,820 660 1,741 636 1,986 477 

10月 3,865 1,125 1,868 656 1,778 632 1,997 469 

11月 3,627 1,047 1,728 642 1,664 617 1,899 405 

12月 3,388 998 1,707 633 1,607 595 1,681 365 

6年 1月 2,901 816 1,460 513 1,364 488 1,441 303 

2月 3,900 1,029 1,781 610 1,669 574 2,119 419 

3月 4,675 1,200 2,162 709 2,054 672 2,513 491 

4月 4,110 980 1,941 600 1,823 568 2,169 380 

5月 4,022 1,066 1,795 613 1,710 592 2,227 453 

6月 3,632 1,027 1,645 609 1,567 582 1,987 418 

7月 3,561 1,069 1,664 604 1,568 571 1,897 465 

8月 3,301 1,055 1,593 602 1,507 568 1,708 453 

9月 3,565 1,122 1,698 678 1,619 646 1,867 444 

10月 3,919 1,170 1,813 687 1,732 661 2,106 483 

11月 3,341 1,002 1,582 620 1,505 583 1,759 382 

12月 3,101 919 1,428 528 1,341 494 1,673 391 

▲ 1.0 ▲ 2.4 ▲ 3.8 ▲ 5.2 ▲ 4.1 ▲ 5.1 1.9 2.0 

0.3 0.7 ▲ 0.7 2.6 ▲ 0.2 3.1 1.3 ▲ 2.1 

▲ 4.0 ▲ 2.3 ▲ 7.6 ▲ 4.5 ▲ 7.9 ▲ 4.5 ▲ 0.5 1.0 

4年 12月 ▲ 5.0 ▲ 9.7 ▲ 10.9 ▲ 13.4 ▲ 10.9 ▲ 13.6 1.3 ▲ 3.5 

5年 1月 ▲ 5.6 ▲ 6.2 ▲ 11.4 ▲ 7.1 ▲ 9.9 ▲ 5.7 1.2 ▲ 4.8 

2月 5.4 5.3 2.6 9.2 2.1 9.4 8.1 ▲ 0.2 

3月 3.6 ▲ 2.7 1.1 ▲ 4.9 2.2 ▲ 3.8 5.9 0.4 

4月 ▲ 2.5 ▲ 4.3 ▲ 5.3 ▲ 3.4 ▲ 4.9 ▲ 3.7 0.3 ▲ 5.9 

5月 3.2 4.7 0.1 4.0 ▲ 0.1 2.2 6.0 5.8 

6月 1.6 4.6 6.7 11.6 7.9 12.6 ▲ 2.8 ▲ 4.7 

7月 ▲ 2.7 0.7 ▲ 7.3 4.3 ▲ 8.2 2.2 2.1 ▲ 4.6 

8月 0.0 ▲ 2.2 2.2 2.5 2.5 3.9 ▲ 2.2 ▲ 9.1 

9月 ▲ 0.8 2.2 ▲ 1.1 4.8 ▲ 0.6 6.4 ▲ 0.6 ▲ 1.0 

10月 ▲ 1.5 1.4 0.5 ▲ 1.5 0.3 ▲ 1.3 ▲ 3.2 5.6 

11月 ▲ 2.4 ▲ 0.5 ▲ 4.4 1.3 ▲ 2.5 2.8 ▲ 0.6 ▲ 3.1 

12月 4.2 5.9 8.0 12.8 8.9 13.8 0.5 ▲ 4.2 

6年 1月 ▲ 1.6 ▲ 5.2 ▲ 2.1 ▲ 2.3 ▲ 2.8 ▲ 0.8 ▲ 1.1 ▲ 9.8 

2月 1.8 0.9 ▲ 3.5 ▲ 0.8 ▲ 3.6 0.2 6.7 3.5 

3月 ▲ 9.9 ▲ 0.9 ▲ 12.1 1.0 ▲ 12.2 1.5 ▲ 7.9 ▲ 3.5 

4月 2.7 1.0 1.9 ▲ 0.8 0.6 ▲ 1.6 3.4 4.1 

5月 1.2 1.8 ▲ 3.2 ▲ 2.5 ▲ 3.3 ▲ 2.0 5.0 8.4 

6月 ▲ 13.4 ▲ 14.4 ▲ 19.6 ▲ 16.6 ▲ 19.9 ▲ 16.4 ▲ 7.4 ▲ 11.1 

7月 0.1 0.2 ▲ 3.6 ▲ 7.9 ▲ 3.6 ▲ 6.9 3.6 13.1 

8月 ▲ 4.8 ▲ 1.2 ▲ 11.6 ▲ 9.9 ▲ 11.9 ▲ 10.4 2.6 13.3 

9月 ▲ 6.3 ▲ 1.3 ▲ 6.7 2.7 ▲ 7.0 1.6 ▲ 6.0 ▲ 6.9 

10月 1.4 4.0 ▲ 2.9 4.7 ▲ 2.6 4.6 5.5 3.0 

11月 ▲ 7.9 ▲ 4.3 ▲ 8.4 ▲ 3.4 ▲ 9.6 ▲ 5.5 ▲ 7.4 ▲ 5.7 

12月 ▲ 8.5 ▲ 7.9 ▲ 16.3 ▲ 16.6 ▲ 16.6 ▲ 17.0 ▲ 0.5 7.1 

    下段は前年同月比（前年比）。

4年

5年

4年

5年

6年

6年
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〈参考　表１ - 6〉　　正社員の職業紹介状況

合計 正社員 非正社員 正社員 非正社員 合計 正社員 非正社員 合計 正社員 非正社員

4年 - 0.79 359,033 161,744 197,289 45.0 55.0 41,959 15,937 26,022 11.7 9.9 13.2 

5年 - 0.80 347,167 156,627 190,540 45.1 54.9 41,645 15,616 26,029 12.0 10.0 13.7 

6年 - 0.80 336,828 153,104 183,724 45.5 54.5 40,016 14,538 25,478 11.9 9.5 13.9 

4年 12月 1.06 0.90 28,849 12,857 15,992 44.6 55.4 2,956 1,144 1,812 10.2 8.9 11.3 

5年 1月 1.05 0.86 31,398 13,448 17,950 42.8 57.2 2,659 1,085 1,574 8.5 8.1 8.8 

2月 1.03 0.83 28,965 12,841 16,124 44.3 55.7 3,571 1,267 2,304 12.3 9.9 14.3 

3月 1.02 0.80 29,674 13,324 16,350 44.9 55.1 4,783 1,611 3,172 16.1 12.1 19.4 

4月 1.02 0.76 28,822 12,923 15,899 44.8 55.2 3,646 1,336 2,310 12.7 10.3 14.5 

5月 1.02 0.74 26,216 12,095 14,121 46.1 53.9 3,609 1,325 2,284 13.8 11.0 16.2 

6月 1.01 0.76 29,269 13,548 15,721 46.3 53.7 3,690 1,405 2,285 12.6 10.4 14.5 

7月 1.01 0.78 28,891 13,428 15,463 46.5 53.5 3,201 1,237 1,964 11.1 9.2 12.7 

8月 1.00 0.78 26,712 12,144 14,568 45.5 54.5 3,133 1,248 1,885 11.7 10.3 12.9 

9月 1.01 0.80 29,329 13,700 15,629 46.7 53.3 3,472 1,312 2,160 11.8 9.6 13.8 

10月 1.01 0.80 31,918 14,064 17,854 44.1 55.9 3,507 1,331 2,176 11.0 9.5 12.2 

11月 1.01 0.83 26,874 12,388 14,486 46.1 53.9 3,307 1,257 2,050 12.3 10.1 14.2 

12月 1.01 0.86 29,099 12,724 16,375 43.7 56.3 3,067 1,202 1,865 10.5 9.4 11.4 

6年 1月 1.02 0.84 31,315 13,830 17,485 44.2 55.8 2,648 1,020 1,628 8.5 7.4 9.3 

2月 1.03 0.84 29,459 13,088 16,371 44.4 55.6 3,591 1,248 2,343 12.2 9.5 14.3 

3月 1.04 0.82 28,151 12,769 15,382 45.4 54.6 4,274 1,451 2,823 15.2 11.4 18.4 

4月 1.01 0.76 27,599 12,453 15,146 45.1 54.9 3,746 1,361 2,385 13.6 10.9 15.7 

5月 0.99 0.73 26,041 12,126 13,915 46.6 53.4 3,671 1,327 2,344 14.1 10.9 16.8 

6月 0.97 0.74 26,766 12,429 14,337 46.4 53.6 3,261 1,156 2,105 12.2 9.3 14.7 

7月 1.01 0.78 29,461 13,328 16,133 45.2 54.8 3,240 1,198 2,042 11.0 9.0 12.7 

8月 1.02 0.80 25,906 12,048 13,858 46.5 53.5 2,968 1,139 1,829 11.5 9.5 13.2 

9月 1.01 0.81 27,323 12,669 14,654 46.4 53.6 3,218 1,179 2,039 11.8 9.3 13.9 

10月 1.02 0.82 31,458 14,116 17,342 44.9 55.1 3,590 1,312 2,278 11.4 9.3 13.1 

11月 1.00 0.84 26,033 12,215 13,818 46.9 53.1 3,015 1,117 1,898 11.6 9.1 13.7 

12月 0.99 0.87 27,316 12,033 15,283 44.1 55.9 2,794 1,030 1,764 10.2 8.6 11.5 

4年 - 0.08 7.9 9.2 6.8 0.5 ▲ 0.5 ▲ 3.4 ▲ 5.6 ▲ 2.0 ▲ 1.4 ▲ 1.5 ▲ 1.2 

5年 - 0.01 ▲ 3.3 ▲ 3.2 ▲ 3.4 0.1 ▲ 0.1 ▲ 0.7 ▲ 2.0 0.0 0.3 0.1 0.5 

6年 - 0.00 ▲ 3.0 ▲ 2.2 ▲ 3.6 0.4 ▲ 0.4 ▲ 3.9 ▲ 6.9 ▲ 2.1 ▲ 0.1 ▲ 0.5 0.2 

4年 12月 0.00 0.14 1.6 1.2 1.9 ▲ 0.1 0.1 ▲ 5.8 ▲ 11.0 ▲ 2.2 ▲ 0.8 ▲ 1.2 ▲ 0.5 

5年 1月 ▲ 0.01 0.09 ▲ 3.1 ▲ 7.6 0.6 ▲ 2.1 2.1 ▲ 6.5 ▲ 11.8 ▲ 2.5 ▲ 0.3 ▲ 0.4 ▲ 0.3 

2月 ▲ 0.02 0.05 1.7 1.9 1.6 0.0 0.0 5.4 ▲ 1.7 9.7 0.4 ▲ 0.4 1.1 

3月 ▲ 0.01 0.04 ▲ 3.2 ▲ 1.6 ▲ 4.5 0.7 ▲ 0.7 1.7 0.1 2.5 0.8 0.2 1.3 

4月 0.00 0.04 ▲ 4.6 ▲ 4.4 ▲ 4.8 0.1 ▲ 0.1 ▲ 4.2 ▲ 2.9 ▲ 4.9 0.1 0.2 ▲ 0.0 

5月 0.00 0.02 ▲ 2.3 ▲ 0.9 ▲ 3.5 0.6 ▲ 0.6 1.9 ▲ 2.2 4.5 0.6 ▲ 0.1 1.2 

6月 ▲ 0.01 0.01 ▲ 5.3 ▲ 4.9 ▲ 5.6 0.2 ▲ 0.2 ▲ 3.5 0.3 ▲ 5.6 0.2 0.5 ▲ 0.0 

7月 0.00 ▲ 0.01 ▲ 4.9 ▲ 2.8 ▲ 6.6 1.0 ▲ 1.0 ▲ 3.6 ▲ 5.6 ▲ 2.2 0.2 ▲ 0.3 0.6 

8月 ▲ 0.01 ▲ 0.02 ▲ 5.7 ▲ 5.3 ▲ 6.0 0.2 ▲ 0.2 ▲ 0.4 ▲ 3.3 1.6 0.6 0.2 1.0 

9月 0.01 ▲ 0.01 ▲ 2.4 ▲ 1.5 ▲ 3.1 0.4 ▲ 0.4 ▲ 1.1 ▲ 2.2 ▲ 0.4 0.2 ▲ 0.1 0.4 

10月 0.00 ▲ 0.03 ▲ 1.9 ▲ 0.7 ▲ 2.8 0.6 ▲ 0.6 ▲ 1.0 2.0 ▲ 2.8 0.1 0.3 0.0 

11月 0.00 ▲ 0.03 ▲ 8.6 ▲ 8.2 ▲ 8.9 0.2 ▲ 0.2 ▲ 2.2 ▲ 2.3 ▲ 2.1 0.8 0.6 1.0 

12月 0.00 ▲ 0.04 0.9 ▲ 1.0 2.4 ▲ 0.9 0.9 3.8 5.1 2.9 0.3 0.5 0.1 

6年 1月 0.01 ▲ 0.02 ▲ 0.3 2.8 ▲ 2.6 1.4 ▲ 1.4 ▲ 0.4 ▲ 6.0 3.4 ▲ 0.0 ▲ 0.7 0.5 

2月 0.01 0.01 1.7 1.9 1.5 0.1 ▲ 0.1 0.6 ▲ 1.5 1.7 ▲ 0.1 ▲ 0.3 0.0 

3月 0.01 0.02 ▲ 5.1 ▲ 4.2 ▲ 5.9 0.5 ▲ 0.5 ▲ 10.6 ▲ 9.9 ▲ 11.0 ▲ 0.9 ▲ 0.7 ▲ 1.0 

4月 ▲ 0.03 0.00 ▲ 4.2 ▲ 3.6 ▲ 4.7 0.3 ▲ 0.3 2.7 1.9 3.2 0.9 0.6 1.2 

5月 ▲ 0.02 ▲ 0.01 ▲ 0.7 0.3 ▲ 1.5 0.5 ▲ 0.5 1.7 0.2 2.6 0.3 ▲ 0.0 0.7 

6月 ▲ 0.02 ▲ 0.02 ▲ 8.6 ▲ 8.3 ▲ 8.8 0.1 ▲ 0.1 ▲ 11.6 ▲ 17.7 ▲ 7.9 ▲ 0.4 ▲ 1.1 0.1 

7月 0.04 0.00 2.0 ▲ 0.7 4.3 ▲ 1.3 1.3 1.2 ▲ 3.2 4.0 ▲ 0.1 ▲ 0.2 ▲ 0.04

8月 0.01 0.02 ▲ 3.0 ▲ 0.8 ▲ 4.9 1.0 ▲ 1.0 ▲ 5.3 ▲ 8.7 ▲ 3.0 ▲ 0.3 ▲ 0.8 0.3

9月 ▲ 0.01 0.01 ▲ 6.8 ▲ 7.5 ▲ 6.2 ▲ 0.3 0.3 ▲ 7.3 ▲ 10.1 ▲ 5.6 ▲ 0.1 ▲ 0.3 0.1

10月 0.01 0.02 ▲ 1.4 0.4 ▲ 2.9 0.8 ▲ 0.8 2.4 ▲ 1.4 4.7 0.4 ▲ 0.2 0.9

11月 ▲ 0.02 0.01 ▲ 3.1 ▲ 1.4 ▲ 4.6 0.8 ▲ 0.8 ▲ 8.8 ▲ 11.1 ▲ 7.4 ▲ 0.7 ▲ 1.0 ▲ 0.4 

12月 ▲ 0.01 0.01 ▲ 6.1 ▲ 5.4 ▲ 6.7 0.4 ▲ 0.4 ▲ 8.9 ▲ 14.3 ▲ 5.4 ▲ 0.3 ▲ 0.9 0.2 

(注)

１．正社員有効求人倍率＝正社員有効求人数/常用フルタイム有効求職者数

　　なお、常用フルタイム有効求職者数にはフルタイムの派遣労働者や契約社員を希望するものも含まれるため、厳密な意味での正社員有効求人倍率より低い値となる。

２．充足率＝充足数/新規求人数

３．「非正社員」とは、パートタイム労働者、派遣労働者、臨時・季節労働者、契約社員、準社員、嘱託等の正社員ではない者である。

４．全体の有効求人倍率は季節調整値（令和5年12月以前の季節調整値は、令和6年1月分公表時に新季節指数により改定されている）。その他はすべて原数値。

５．全体の有効求人倍率は前月差、求人数及び充足数については前年同月比（％）、正社員有効求人倍率、構成比及び充足率については前年同月差（ポイント）。

年　月
充足率

構成比
全体の有効
求人倍率

（季節調整値）

正社員
有効

求人倍率

新規求人数（全数） 充足数
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〈参考　表２ - 1〉　　有効求人倍率 の推移（季節調整済）（新規学卒者を除く）

１　有効求人倍率

暦年平均 年度平均 暦年平均 年度平均

89年 元年 0.86 0.88 0.88 0.93 0.95 0.95 0.97 0.97 0.97 1.00 1.01 1.04 0.95 0.99 1.25 1.30

90年 2年 1.04 1.06 1.07 1.08 1.07 1.10 1.11 1.14 1.11 1.10 1.10 1.12 1.09 1.11 1.40 1.43

91年 3年 1.11 1.12 1.12 1.11 1.10 1.11 1.09 1.05 1.00 0.99 0.99 0.98 1.06 1.01 1.40 1.34

92年 4年 0.95 0.91 0.86 0.84 0.80 0.79 0.75 0.74 0.72 0.70 0.67 0.64 0.78 0.71 1.08 1.00

93年 5年 0.62 0.61 0.60 0.59 0.57 0.54 0.53 0.51 0.50 0.49 0.48 0.47 0.54 0.50 0.76 0.71

94年 6年 0.46 0.45 0.44 0.44 0.44 0.45 0.45 0.46 0.47 0.46 0.46 0.45 0.45 0.46 0.64 0.64

95年 7年 0.45 0.50 0.48 0.49 0.47 0.46 0.46 0.48 0.49 0.51 0.50 0.49 0.48 0.50 0.63 0.64

96年 8年 0.52 0.54 0.58 0.61 0.62 0.63 0.64 0.62 0.62 0.62 0.63 0.63 0.61 0.62 0.70 0.72

97年 9年 0.63 0.61 0.60 0.60 0.60 0.60 0.59 0.57 0.56 0.54 0.53 0.51 0.58 0.54 0.72 0.69

98年 10年 0.48 0.45 0.43 0.42 0.41 0.39 0.37 0.37 0.36 0.35 0.35 0.35 0.39 0.37 0.53 0.50

99年 11年 0.36 0.35 0.35 0.32 0.33 0.34 0.35 0.34 0.36 0.37 0.38 0.38 0.35 0.37 0.48 0.49

00年 12年 0.39 0.40 0.41 0.41 0.42 0.43 0.44 0.45 0.46 0.46 0.46 0.48 0.44 0.46 0.59 0.62

01年 13年 0.49 0.48 0.47 0.47 0.47 0.47 0.46 0.46 0.45 0.42 0.41 0.40 0.45 0.43 0.59 0.56

02年 14年 0.40 0.40 0.40 0.40 0.41 0.41 0.42 0.42 0.43 0.45 0.44 0.44 0.42 0.44 0.54 0.56

03年 15年 0.46 0.47 0.48 0.48 0.49 0.49 0.50 0.52 0.55 0.57 0.59 0.61 0.51 0.55 0.64 0.69

04年 16年 0.63 0.63 0.63 0.64 0.67 0.69 0.69 0.70 0.69 0.74 0.77 0.78 0.69 0.73 0.83 0.86

05年 17年 0.79 0.81 0.84 0.86 0.84 0.84 0.84 0.84 0.83 0.83 0.84 0.85 0.83 0.86 0.95 0.98

06年 18年 0.89 0.90 0.92 0.93 0.94 0.94 0.96 0.96 0.95 0.95 0.96 0.96 0.94 0.95 1.06 1.06

07年 19年 0.95 0.95 0.95 0.96 0.96 0.97 0.97 0.96 0.94 0.92 0.89 0.88 0.94 0.92 1.04 1.02

08年 20年 0.86 0.85 0.84 0.85 0.83 0.79 0.78 0.74 0.72 0.72 0.69 0.68 0.78 0.70 0.88 0.77

09年 21年 0.61 0.55 0.51 0.48 0.46 0.45 0.43 0.43 0.44 0.43 0.43 0.42 0.47 0.44 0.47 0.45

10年 22年 0.43 0.44 0.45 0.46 0.48 0.49 0.50 0.51 0.53 0.54 0.55 0.56 0.49 0.53 0.52 0.56

11年 23年 0.57 0.58 0.58 0.58 0.57 0.57 0.59 0.60 0.61 0.62 0.63 0.64 0.59 0.61 0.65 0.68

12年 24年 0.65 0.65 0.67 0.67 0.68 0.68 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.68 0.69 0.80 0.82

13年 25年 0.70 0.71 0.72 0.73 0.74 0.75 0.76 0.78 0.77 0.79 0.80 0.82 0.75 0.79 0.93 0.97

14年 26年 0.83 0.86 0.86 0.86 0.88 0.88 0.89 0.89 0.90 0.91 0.92 0.95 0.88 0.91 1.09 1.11

15年 27年 0.95 0.95 0.96 0.96 0.96 0.97 0.97 0.99 1.01 1.02 1.04 1.05 0.98 1.01 1.20 1.23

16年 28年 1.06 1.08 1.09 1.11 1.12 1.14 1.14 1.14 1.15 1.17 1.19 1.19 1.13 1.17 1.36 1.39

17年 29年 1.20 1.23 1.24 1.26 1.28 1.29 1.29 1.31 1.30 1.32 1.33 1.35 1.28 1.32 1.50 1.54

18年 30年 1.38 1.38 1.39 1.39 1.40 1.43 1.46 1.46 1.47 1.47 1.46 1.47 1.43 1.45 1.61 1.62

19年 元年 1.46 1.45 1.45 1.44 1.44 1.43 1.42 1.42 1.41 1.41 1.40 1.40 1.43 1.38 1.60 1.55

20年 2年 1.31 1.26 1.21 1.13 1.04 1.02 0.97 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 1.04 0.97 1.18 1.10

21年 3年 0.94 0.93 0.94 0.94 0.94 0.95 0.96 0.94 0.93 0.90 0.91 0.91 0.93 0.94 1.13 1.16

22年 4年 0.93 0.96 0.97 0.97 0.99 1.02 1.03 1.05 1.05 1.05 1.06 1.06 1.01 1.03 1.28 1.31

23年 5年 1.05 1.03 1.02 1.02 1.02 1.01 1.01 1.00 1.01 1.01 1.01 1.01 1.02 1.02 1.31 1.29

24年 6年 1.02 1.03 1.04 1.01 0.99 0.97 1.01 1.02 1.01 1.02 1.00 0.99 1.01 - 1.25 -

（注）1. パートタイムを含む全数。  各月は季節調整値、その他は原数値。

（注）2. 令和5年12月以前の数値は、令和6年1月分公表時に新季節指数により改定されている。

西暦 和暦 1月 2月 3月 4月 11月 12月
兵庫県 全　国

9月 10月5月 6月 7月 8月
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〈参考　表２ - 2〉　　新規求人倍率 の推移（季節調整済）（新規学卒者を除く）

２　新規求人倍率

暦年平均 年度平均 暦年平均 年度平均

89年 元年 1.51 1.49 1.46 1.65 1.58 1.62 1.68 1.53 1.57 1.68 1.69 1.66 1.58 1.65 1.85 1.93

90年 2年 1.85 1.73 1.69 1.79 1.82 1.88 1.82 1.88 1.88 1.78 1.80 1.94 1.82 1.84 2.07 2.11

91年 3年 1.84 1.94 1.90 1.74 1.89 1.87 1.68 1.62 1.59 1.57 1.68 1.57 1.74 1.62 2.05 1.95

92年 4年 1.47 1.43 1.37 1.35 1.33 1.29 1.19 1.25 1.19 1.05 1.09 1.10 1.25 1.15 1.61 1.49

93年 5年 1.05 1.00 1.08 0.94 0.91 0.90 0.88 0.82 0.87 0.84 0.83 0.80 0.91 0.85 1.20 1.13

94年 6年 0.82 0.78 0.78 0.84 0.80 0.78 0.84 0.83 0.82 0.78 0.79 0.76 0.80 0.81 1.08 1.07

95年 7年 0.82 0.84 0.81 0.85 0.99 0.97 0.97 1.04 1.00 1.05 1.03 0.91 0.92 1.01 1.06 1.09

96年 8年 1.06 1.09 1.12 1.02 1.16 1.09 1.09 1.08 1.04 1.08 1.20 1.07 1.09 1.09 1.19 1.22

97年 9年 1.08 1.10 1.05 1.06 1.04 1.03 1.00 0.95 0.95 0.94 0.90 0.86 1.00 0.91 1.20 1.13

98年 10年 0.78 0.76 0.76 0.73 0.69 0.69 0.66 0.65 0.65 0.65 0.63 0.61 0.69 0.66 0.92 0.89

99年 11年 0.64 0.64 0.63 0.70 0.56 0.60 0.64 0.60 0.64 0.71 0.67 0.71 0.65 0.67 0.87 0.90

00年 12年 0.73 0.74 0.72 0.76 0.78 0.73 0.87 0.78 0.80 0.85 0.84 0.86 0.78 0.80 1.05 1.08

01年 13年 0.84 0.79 0.78 0.83 0.81 0.82 0.79 0.80 0.77 0.68 0.70 0.70 0.78 0.74 1.01 0.96

02年 14年 0.62 0.72 0.68 0.67 0.72 0.74 0.70 0.76 0.75 0.76 0.72 0.72 0.71 0.75 0.93 0.96

03年 15年 0.82 0.84 0.82 0.81 0.80 0.81 0.86 0.89 0.92 0.94 0.95 0.99 0.86 0.90 1.07 1.12

04年 16年 0.97 0.98 1.00 1.07 1.09 1.09 1.02 1.10 1.07 1.22 1.26 1.22 1.08 1.17 1.29 1.35

05年 17年 1.28 1.37 1.32 1.26 1.32 1.29 1.33 1.27 1.26 1.18 1.40 1.28 1.29 1.30 1.46 1.49

06年 18年 1.38 1.42 1.36 1.35 1.43 1.39 1.39 1.38 1.41 1.40 1.48 1.48 1.39 1.40 1.56 1.56

07年 19年 1.35 1.39 1.44 1.39 1.40 1.40 1.41 1.43 1.28 1.36 1.25 1.31 1.37 1.34 1.52 1.47

08年 20年 1.29 1.26 1.23 1.28 1.15 1.15 1.12 1.09 1.03 1.09 0.96 0.94 1.14 1.01 1.25 1.08

09年 21年 0.85 0.75 0.81 0.80 0.75 0.76 0.76 0.76 0.81 0.77 0.73 0.76 0.78 0.77 0.79 0.79

10年 22年 0.77 0.80 0.81 0.82 0.84 0.86 0.87 0.89 0.91 0.91 0.94 0.92 0.86 0.90 0.89 0.93

11年 23年 0.96 0.95 0.93 0.89 0.94 0.93 0.99 0.94 1.05 1.02 1.04 1.07 0.97 1.01 1.05 1.11

12年 24年 1.09 1.04 1.14 1.06 1.13 1.20 1.12 1.11 1.14 1.11 1.13 1.12 1.12 1.14 1.28 1.32

13年 25年 1.13 1.15 1.20 1.19 1.17 1.24 1.22 1.23 1.21 1.26 1.24 1.34 1.21 1.26 1.46 1.53

14年 26年 1.31 1.39 1.35 1.34 1.35 1.34 1.35 1.38 1.39 1.43 1.43 1.53 1.37 1.41 1.66 1.69

15年 27年 1.47 1.38 1.58 1.47 1.45 1.48 1.53 1.53 1.59 1.56 1.60 1.54 1.51 1.56 1.80 1.86

16年 28年 1.72 1.61 1.68 1.75 1.76 1.72 1.68 1.79 1.84 1.84 1.84 1.78 1.74 1.79 2.04 2.08

17年 29年 1.89 1.86 1.81 1.89 1.97 1.90 1.91 1.95 1.82 2.07 1.99 2.04 1.92 1.98 2.24 2.29

18年 30年 2.07 2.09 2.10 2.06 2.08 2.20 2.25 2.16 2.20 2.23 2.19 2.15 2.14 2.18 2.39 2.42

19年 元年 2.21 2.27 2.10 2.21 2.20 2.09 2.13 2.26 2.03 2.18 2.20 2.16 2.18 2.10 2.42 2.35

20年 2年 1.81 1.99 1.91 1.68 1.74 1.59 1.51 1.63 1.85 1.65 1.78 1.87 1.75 1.71 1.95 1.90

21年 3年 1.72 1.75 1.79 1.70 1.83 1.79 1.72 1.62 1.77 1.69 1.65 1.76 1.73 1.74 2.02 2.08

22年 4年 1.75 1.86 1.79 1.84 1.81 1.82 1.90 1.85 1.84 1.88 1.96 1.84 1.84 1.84 2.26 2.30

23年 5年 1.83 1.80 1.82 1.78 1.78 1.83 1.79 1.79 1.83 1.86 1.77 1.81 1.81 1.81 2.29 2.28

24年 6年 1.82 1.87 1.92 1.73 1.70 1.78 1.86 1.87 1.75 1.81 1.79 1.74 1.80 - 2.25 -

（注）1. パートタイムを含む全数。  各月は季節調整値、その他は原数値。

（注）2. 令和5年12月以前の数値は、令和6年1月分公表時に新季節指数により改定されている。

4月 11月 12月
兵庫県 全　国

9月 10月西暦 和暦 1月 2月 3月 5月 6月 7月 8月
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　　資料出所　総務省統計局「労働力調査」、厚生労働省「職業安定業務統計」

※　有効求人倍率・完全失業率は季節調整値、有効求職者数・完全失業者数は原数値。

※　網掛け部分は景気後退期（平成12年11月～平成14年1月、平成20年2月～平成21年3月、平成24年3月～平成24年11月）
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有効求人倍率と完全失業率の動向

令和6年12月

有効求人倍率

（兵庫）0.99倍

令和6年12月

有効求人倍率

（全国）1.25倍

令和6年11月

完全失業率 2.5%

完全失業者数 164万人

平成19年7月

完全失業率

3.6%

完全失業率

(全国)

過去最高

完全失業者数

385万人

平成15年4月

有効求人倍率

(全国)
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過去最低

有効求人倍率

（全国）0.42倍

平成21年8月

過去最低

有効求人倍率

（兵庫）0.32倍

平成11年4月

過去最高 平成14年6.8月、平成15年4月、平成21年7月

完全失業率 5.5%

平成21年12月

有効求人倍率

（兵庫）0.42倍

有効求人倍率

(兵庫)



 

 
 

 
最低工賃とは、家内労働者（内職者）に支払う工賃の最低額を決めるものです。兵庫労働局では、

５件の最低工賃を定めています。 
最低工賃が決まっている仕事を委託している場合は、最低工賃額以上の工賃を支払わなければなり

ません。 
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（注）最低工賃は年度途中に改正されることがありますので、ホームページ等でお確かめ下さい。 
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兵 庫 県 釣 針 製 造 業 最 低 工 賃                   

 
 
 
１  適用する家内労働者 
    兵庫県の区域内で釣針製造業に係る糸結び、仕掛け又は包装の業務に従事する家内労働者 
 
２  適用する委託者 
    前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者 
 
３  第１号の家内労働者に係る最低工賃額 
    次の表の左欄に掲げる業務及び中欄に掲げる規格の区分に応じ、１個につき、右欄に掲げる 
  金額 

 
業        務 

 

 
規                    格 

 

 
金    額 

 

糸    結    び 
 

    右の規格の釣針と 
    糸を結ぶ作業 

  丸セイゴ針    10～13号、 
  ハリス2号    長さ55センチメートル付 1円40銭 

  チヌ針        3～5号、 
  ハリス2号    長さ1.5メートル付 2円 

  鮎友釣針     3本錨結び 5円 

    仕    掛    け 
 
    右の規格の釣針の 
    仕掛けを作る作業 
    及び包装作業 

 キス針  6～13号、3本針、2セット入 20円 

ハゲ皮付7本針仕掛 19円30銭 

  胴突仕掛、2本針、2セット入 17円 

包          装 
 
    右の規格の釣針の 
    包装作業及び針の 
    選別作業 

  バラ針15本入、台紙付 3円 

 
４  効力発生の日   平成15年8月14日 
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兵庫県電気機械器具製造業最低工賃                   

 
 
 
１  適用する家内労働者 
    兵庫県の区域内で電気機械器具製造業に係る業務に従事する家内労働者 
 
２  適用する委託者 
    前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者 
 
３  第1号の家内労働者に係る最低工賃額 
    次の表の品目欄、工程欄及び規格欄に掲げる区分に応じ、金額欄に掲げる金額 

 
品目 

 
工          程 規              格 金        額 

印 

刷 

回 

路 

基 

板 

部 品 の 差 し 

   2端子（足）の部品に 
   ついて行うもの 

  1個につき 
           ９２銭 

 部品の差し、曲げ及び切り   1個につき 
       １円３７銭 

   

（
リ
ー
ド
コ
ネ
ク
タ
ー
） 

     

ワ
イ
ヤ
ー
ハ
ー
ネ
ス 

ハウジング入れ 
 

（カプラー差し） 

   50センチメートル以下の 
   電線について行うもの 

1端子につき 
           ５１銭 

   50センチメートルを超える 
   電線について行うもの 

1端子につき 
           ５６銭 

 
４  効力発生の日  平成１８年３月１０日 
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兵庫県但馬地区絹・人絹・毛織物業最低工賃 
 
１  適用する家内労働者 
    兵庫県但馬地区（豊岡市、美方郡、養父市、朝来市及び丹波市をいう。）の区域内で絹・人絹織物
業又は毛織物業に係る織布の業務に従事する家内労働者 

 
２  適用する委託者 
    前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者 
 
３  第1号の家内労働者に係る最低工賃額 

    次の表の品目欄、織機の規格欄及び品目の規格欄の区分に応じ、10,000
こし

越につき、金額欄に 

  掲げる金額       

品        目 

織 機 の 規 格 品 目 の 規 格 

金   額 
織機の種類 ジャカード 

仕口数 

仕上げの重さ 
又は 
よこ

緯糸の本数 
仕上げ幅 

後          

染 

正絹無地ちりめん（正 
絹変り無地ちりめん及 
び正絹

ひとこし

一越ちりめんに 
限る。） 

小幅力織機 

 

1反が 
670 ｸﾞﾗﾑ 
以上のもの  36 ｾﾝﾁ 

 ﾒｰﾄﾙ 
 のもの 

184円 

正絹紋りんずちりめん 

900口 

275円 

正絹銀無地ちりめん 305円 

正絹紋意匠ちりめん 315円 

先            

染 

正絹着尺 
400口 

6.06 ﾐﾘﾒｰﾄﾙ 
の間に

よこ

緯糸 
が22本以上 
のもの 

390円 

正絹コート地 360円 

帯（無地物及び黒共帯    
を除く。） 

小幅力織機 
（両六丁） 400口 

以  上 3.03 ｾﾝﾁﾒｰﾄﾙ 
の間に

よこ

緯糸 
が60本以上 
のもの 

 
1,000円 

小幅力織機 
（両八丁） 1,185円 

小幅力織機 
（両十丁） 600口 

以  上 

1,390円 

小幅力織機 
（両十二丁) 1,495円 

（備考）  帯の織機の種類において、両十二丁の織機で両十丁の用途で使用した場合等、規格未満の 
        丁数の用途で使用した場合は、実際に使用した丁数の金額を適用する。 
 
４  効力発生の日  平成14年2月14日 
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兵庫県綿・スフ織物業最低工賃 
 

１  適用する家内労働者 
    兵庫県の区域内で綿・スフ織物業に係る先染め織物の織布の業務に従事する家内労働者 
 
２  適用する委託者 
    前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者 
 
３  第1号の家内労働者に係る最低工賃額 
    次の表の左欄に掲げる品目及び中欄に掲げる規格の区分に応じ、織布１ヤール（０．９１５メー 
  トル）につき、右欄に掲げる金額 

品          目 

規                    格 

金 額 たて糸、 
 よこ糸 
 の  別 

糸の質 糸の太さ 
2.54 ｾﾝﾁ 
ﾒｰﾄﾙ間の 
糸の本数 

仕上げ幅 

  
 ５０ポプリン 
（ストライプ物） 
 

たて糸 
綿100 
ﾊﾟｰｾﾝﾄ 

50番手 
単  糸 

 
144本 112 ｾﾝﾁﾒｰﾄ

ﾙから114ｾ
ﾝﾁﾒｰﾄﾙ 

40円 
よこ糸 76本 

 
 
 ポプリン 
（ストライプ物） 
 

たて糸 
綿100 
ﾊﾟｰｾﾝﾄ 

40番手 
単  糸 

 
120本 112 ｾﾝﾁﾒｰﾄ

ﾙから114ｾ
ﾝﾁﾒｰﾄﾙ 

37円 
よこ糸 70本 

 
 
 ピンポイントオックス 
（ストライプ物） 
 

たて糸 
綿100 
ﾊﾟｰｾﾝﾄ 

80番手 
双  糸 

 
160本 112 ｾﾝﾁﾒｰﾄ

ﾙから114ｾ
ﾝﾁﾒｰﾄﾙ 

27円 
よこ糸 62本 

 
 
 ドビークロス 
（単丁杼

ひ

ドビー組織） 
 

たて糸 
綿100 
ﾊﾟｰｾﾝﾄ 

40番手 
単  糸 

 
120本 112 ｾﾝﾁﾒｰﾄ

ﾙから114ｾ
ﾝﾁﾒｰﾄﾙ 

65円 
よこ糸 70本 

 
 
 ドビークロス 
（多丁杼

ひ

ドビー組織） 
 

たて糸 
綿100 
ﾊﾟｰｾﾝﾄ 

40番手 
単  糸 

 
110本 112 ｾﾝﾁﾒｰﾄ

ﾙから114ｾ
ﾝﾁﾒｰﾄﾙ 

80円 
よこ糸 70本 

 
 
 ジャカードクロス 
（多丁杼

ひ

ジャカード組織） 
 

たて糸 
綿100 
ﾊﾟｰｾﾝﾄ 

40番手 
単  糸 

 
100本 112 ｾﾝﾁﾒｰﾄ

ﾙから114ｾ
ﾝﾁﾒｰﾄﾙ 

100円 
よこ糸 80本 

 
 
 ドビー朱子ハンカチ 
（レピア柄で100 ﾊﾟｰｾﾝﾄ 
 ｶﾗｰで、かつ、2枚どり 
 のものに限る。） 
 

たて糸 
綿100 
ﾊﾟｰｾﾝﾄ 

60番手 
単  糸 

90本 
93.98 ｾﾝﾁ 
ﾒｰﾄﾙ 105円 

よこ糸 80本 

 （備考）  金額欄の最低工賃額は、サイジング加工による場合に限る。 
           あぜ取り、経通し、ワインダー、管巻き、巻つなぎ、紋紙及び検反の業務に対する工賃を 

含む。 
４  効力発生の日  平成11年8月11日 
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兵 庫 県 靴 下 製 造 業 最 低 工 賃                   
 
 
 
１  適用する家内労働者 
    兵庫県の区域内で靴下製造業に係るリンキングミシン、ロッソーミシン若しくはオーバー 
  ミシンによるかがり、包装（足合わせ、ソクパス付け、転写、口券付け、シールはり、袋入れ 
  又は箱詰めの作業のうち、３以上の作業を併せて行うものに限る。）、抜き返し又は返しの業務 
  に従事する家内労働者 
 
２  適用する委託者 
    前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者 
 
３  第1号の家内労働者に係る最低工賃額 
    次の表の左欄に掲げる業務及び中欄に掲げる規格の区分に応じ、靴下 1 デカ（10 足）につき、 
  右欄に掲げる金額 

業        務 規                格 金    額 

  リンキングミシンによる 
  かがり 

  針目数が２０１以上のもの    １５２円 

  針目数が２００以下のもの     １３５円    

  ロッソーミシンによる 
  かがり        ４１円 

  オーバーミシンによる 
  かがり        ３６円 

  包      装        ４０円 

  抜 き 返 し        ３７円 

  返      し        １０円 

 
４  効力発生の日  平成13年6月14日 
 



兵 庫 県 の 最 低 賃 金
☆地域別最低賃金

時間額

☆特定（産業別）最低賃金

最低賃金の適用業種 時間額 適用する使用者 適用除外する労働者

兵 庫 労 働 局

兵庫県最低賃金 1,052 円

1,099 円

1,116 円

1,087 円

1,053 円

1,126 円

1,053 円

☆兵庫県内の事業場で働くすべての労働者について、
この兵庫県最低賃金が適用されます。

はん用機械器具製造業、
生産用機械器具製造業、
業務用機械器具製造業

輸送用機械器具製造業

計量器・測定器・分析機器・
試験機・測量機械器具製造業

電子部品・デバイス・
電子回路製造業、
電気機械器具製造業、
情報通信機械器具製造業

塗 料 製 造 業

鉄 鋼 業

（1）塗料製造業
（2）（1）に掲げる産業において管理、補助的経済活動を行

う事業所
いさだくてし意留に）１注（）3（

（1）鉄鋼業
いさだくてし意留に）１注（）2（

（1）はん用機械器具製造業
（2）生産用機械器具製造業
（3）業務用機械器具製造業（計量器・測定器・分析機器・

試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業、医療
用機械器具・医療用品製造業、光学機械器具・レンズ
製造業、武器製造業及びこれらの産業において管理、
補助的経済活動を行う事業所を除く。）

いさだくてし意留に）１注（）4（

（1）電子部品・デバイス・電子回路製造業
（2）電気機械器具製造業（医療用計測器製造業（心電計

製造業を除く。）及び当該産業において管理、補助的
経済活動を行う事業所を除く。）

（3）情報通信機械器具製造業
いさだくてし意留に）１注（）4（

（1）計量器･測定器･分析機器･試験機･測量機械器具･理
化学機械器具製造業（理化学機械器具製造業を除く。）

（2）（1）に掲げる産業において管理、補助的経済活動を行
う事業所

いさだくてし意留に）１注（）3（

賄いの業務
塗装におけるマスキングの業務
軽易な運搬又は工具若しくは部品の整理の業務
材料の送給、洗浄、取揃え、刻印打ち又は結束の業務

　（これらの業務のうち流れ作業の中で行う業務を除く。）
だくてし意留に）4注（）3注（ さい

賄い、軽易な運搬又は工具若しくは部品の整理の業務
手作業による小物部品の包装、袋詰め又は箱入れの業務

いさだくてし意留に）4注（）3注（

軽易な運搬又は賄いの業務
手作業により又は手工具、小型電動工具、卓上旋盤若
しくは卓上ボール盤その他これらに準ずる操作が容易
な小型機械（卓上において行うものに限る。）を用いて
行う材料の送給、洗浄、取揃え、選別、部分品の差し・
曲げ・切り、穴あけ、ねじ合わせ、刻印打ち、みがき、
バリ取り、組線、巻線、はんだ付け、かしめ、取付け、塗装、
塗油、検査、検数、結束、袋入れ、箱入れ、包装、レッ
テル貼り又は値札付けの業務（これらの業務のうち流
れ作業の中で行う業務を除く。）

いさだくてし意留に）4注（）3注（

軽易な運搬又は賄いの業務
手作業により又は手工具を用いて行う包装、袋詰め、箱
詰め、ラベルはり、値札付け、検数若しくは選別の業務

いさだくてし意留に）4注（）3注（

軽易な運搬又は賄いの業務
いさだくてし意留に）4注（）3注（

賄いの業務
手作業により又は手工具を用いて行う包装、袋詰め、
箱詰め、レッテル貼り、値札付け、検数又は選別の業務
塗装におけるマスキングの業務
軽易な運搬又は工具若しくは部品の整理の業務
材料の送給、洗浄、取揃え、刻印打ち又は結束の業務

　（これらの業務のうち流れ作業の中で行う業務を除く。）
いさだくてし意留に）4注（）3注（

（1）鉄道車両・同部分品製造業
（2）船舶製造・修理業、舶用機関製造業
（3）航空機・同附属品製造業
（4）産業用運搬車両・同部分品・附属品製造業
（5）その他の輸送用機械器具製造業（自転車・同部分品

製造業を除く。）
（6）（1）から（5）までに掲げる産業において管理、補助的

経済活動を行う事業所
いさだくてし意留に）１注（）7（

※「自動車･同附属品製造業」は兵庫県最低賃金が適用されます。

（注1

「繊維工業」、「各種商品小売業」、「自動車小売業」は、令和６年10月１日から兵庫県最低賃金（時間額1,052円）が適用されています。
）適用する使用者とは、兵庫県の区域内で適用する使用者欄に掲げるいずれかの産業を営む使用者をいいます。また、これには純粋持株会社（管理する全子会社を通じての主要な経済活動が、

適用する使用者欄に掲げる産業に分類されるものに限る。）を含みます。
（注2）業種区分については、日本標準産業分類（令和５年６月改定）の分類によりますので、総務省統計局のウェブサイト（http://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/sangyo/H25index.htm）

で確認してください。
（注3）適用除外する労働者には、適用除外する労働者欄に掲げる業務に主として従事する者のほか、「18歳未満又は65歳以上の者」、「清掃又は片付けの業務に主として従事する者」も該当します。
（注4）適用除外する労働者には、適用除外する労働者欄に掲げる業務に主として従事する者のほか、「雇入れ後6か月未満の者であって、技能習得中のもの」も該当します。

※ 最低賃金は、パートタイマー、アルバイト等すべての労働者に適用されます。
※ 最低賃金の発効日が異なりますので、発効日に注意してください。
※　支払われる賃金のうち次の賃金は最低賃金には含まれません。

①臨時に支払われる賃金及び１か月をこえる期間ごとに支払われる賃金　②時間外・休日・深夜労働に対して支払われる賃金　③精皆勤手当、通勤手当、家族手当 
※　「技能習得中」とは、習得すべき技能の内容や習得期間が明確であり、計画性をもって実施されるものを指します。なお、出入国管理及び難民認定法に基づく「技能実習生」は、当該業務に

一定の経験を有しているものであるため、「技能習得中のもの」に該当しません。また、特定（産業別）最低賃金は事務等を行う労働者にも適用されます。
※　詳しいことは、兵庫労働局労働基準部賃金室（TEL078－367－9154）又は、最寄りの労働基準監督署へお問い合わせください。

兵庫労働局 ホームページアドレス
https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-roudoukyoku/

最低賃金に関する特設サイト
http://www.saiteichingin.info/

このリーフレットは、労働者の見易いところに掲示してください。

（令和６年10月１日発効）

（令和６年12月１日発効）

（令和６年12月１日発効）

（令和６年12月１日発効）

（令和６年12月１日発効）

（令和６年12月１日発効）

（令和６年12月１日発効）

生産性向上のための設備投資などを行って、事業場内の最低賃金（1,102円以下）を30円以上引き上げた
場合、その設備投資などの費用の一部を助成します。
詳しくは兵庫労働局雇用環境・均等部企画課（TEL 078－367－0700）へお問い合わせください。

中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金（業務改善助成金）
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多様な働き方を効果的に支える雇用のセーフティネットの構築、「人への投資」の強化等のため、雇用保険

の対象拡大、教育訓練やリ・スキリング支援の充実、育児休業給付に係る安定的な財政運営の確保等の措置を

講ずる。

１．雇用保険の適用拡大【令和10年10月１日施行】

○ 週所定労働時間10時間以上20時間未満の労働者を新たに雇用保険の適用対象（※１）とする。
※１ 失業給付、育児休業給付、介護休業給付、教育訓練給付のほか、雇用関係助成金の対象ともなる。

２．教育訓練やリ・スキリング支援の充実【①令和７年４月１日施行、②令和６年10月１日施行、③令和７年10月１日
施行】

① 自らの意思により離職する者に対して設けられている基本手当の給付制限について、
・ 現行の「２ヶ月」の給付制限期間を「１ヶ月」とするとともに、
・ 自ら雇用の安定や就職の促進に資する教育訓練を行った場合には、給付制限を課さずに基本手当を支給する

② 教育訓練給付金の給付率を拡充する。

③ 自発的な能力開発のため、被保険者が在職中に教育訓練のための休暇を取得した場合に、その期間中の生活を
支えるため、基本手当に相当する新たな給付金を創設する。

３．育児休業給付に係る安定的な財政運営の確保【①公布の日（令和６年５月17日）施行、②令和７年４月１日施行】

① 育児休業給付の国庫負担の引下げの暫定措置（※２）を廃止する。
※２ 本来は給付費の1/8だが、暫定措置で1/80とされている。

② 育児休業給付の保険料率を引き上げつつ(0.4％→0.5％) 、保険財政の状況に応じて引き下げ(0.5％→0.4％)
られるようにする(※３)。
※３ ①・②により、当面の保険料率は現行の0.4％に据え置きつつ、今後の保険財政の悪化に備えて、実際の料率は保険財
政の状況に応じて弾力的に調整。

４．その他雇用保険制度の見直し【令和７年４月１日施行】

○ 教育訓練支援給付金の給付率の引下げ(基本手当の80％→60％)及びその暫定措置の令和８年度末までの継続、
介護休業給付に係る国庫負担引下げ等の暫定措置の令和８年度末までの継続、就業促進手当の所要の見直し等
を実施する。

改正の概要

雇用保険法等の一部を改正する法律（令和６年法律第26号）等
による改正の概要

改正の趣旨

令和６年５月10日成立
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LINE はじめました！
就
職
に
関
す
る
お
役
立
ち
情
報
発
信
し
ま
す
！

ハローワーク神戸 ハローワーク灘 ハローワーク尼崎

ハローワーク西宮 ハローワーク姫路 ハローワーク加古川 ハローワーク伊丹

ハローワーク明石 ハローワーク豊岡 ハローワーク西脇 ハローワーク洲本

ハローワーク柏原 ハローワーク西神 ハローワーク龍野

兵庫県のハローワークが

友だち登録お待ちしております !

コ
ー
ド
を
タ
ッ
チ
し
て
も
飛
べ
ま
す
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民間人材サービス（職業紹介、募集情報等提供）
を利用する際の留意点

民間人材サービスの種類

職業紹介事業者 求人企業求職者 求職者情報登録

例１

求人情報登録

求人企業の紹介 求職者の紹介
マッチング

応募

〈 求人者の皆さまへ 〉

～トラブルも起きています！契約内容を十 分確 認の上、契約してください～

料金や違約金をめぐるトラブル事例

職業紹介事業における事例

【 職業紹介事業 】

募集情報等提供事業における事例

■職業紹介事業の利用には、求職者が就く業務の年収の一定割合相当を紹介手数料として、紹介事業者に支払う形が一般的です。

求人メディア
検索

（条件に合った求人情報の提供）

求人掲載依頼

リコメンド 掲載情報の確認

（条件に合った求職者情報の提供）
リコメンド

【 募集情報等提供事業 】

・定額やクリック回数に応じて広告掲載料を支払うもの（掲載課金型）・・・上記の例１に多い
・システム利用料やスカウトメール送信料を定額や従量制で支払うもの・・・上記の例２に多い
・採用１件ごとに成功報酬を支払うもの（「成功報酬型」）・・・上記の例２に多い

■募集情報等提供事業の利用には、以下のものなど、様々な料金体系があります。

求人企業求職者

例２ 人材データベース
（求職者情報を掲載）

求職者情報登録
求職者情報を検索

スカウトメール

求人企業求職者

○求人者の皆さまが、人材を採用するために利用している民間人材サービスには、あっせんを行う「職業紹介事業」のほかにも、
「求人メディア」や「人材データベース」など、募集情報等を提供する事業（募集情報等提供事業）があります。

○例えば、ウェブ上に求人を載せたり、応募やスカウトメールの発信を、アプリ上で求人者・求職者間で直接行う機能を提供
するサービスは「募集情報等提供事業」になります。

○ある事業所で、紹介された求職者を不採用とした後、同一法人内の別の事業所が、そのことを知らずに当該求職者を直接
採用したケースで、紹介手数料の支払いを請求された事例があります。（採用は事業所ごとに行っているが、事業者との契約
は法人名で締結されているため、違約金条項に該当するかどうかが、法人単位で判断されました。）

○成功報酬型のサービスを利用している求人者が、人材採用後、その利用する複数の事業者から成功報酬を請求される
ケースが生じています。

○その際、当該採用と直接関係があるとの認識がなくても、こうした契約条項を設ける事業者から支払いを求められるケース
等があります。（採用の報告を怠った等として多額の違約金請求を受けるケースも生じています。）

・都道府県労働局

（※）募集情報等提供事業のうち、「成功報酬型」とは、事業者が提供するサービス（求人メディア、人材データベース）を通じて知り得た労働者を採用
した場合に、採用後、当該事業者に一定の料金（いわゆる「成功報酬」）を支払う課金形態をとるものです。

（※）こうした事業者の中には、その機能を通じて求人者の方がリコメンド（条件に合った求職者情報の提供）を受け、または、スカウトメールを送った
求職者については、例えその時には採用に至らなかった場合であっても、一定期間内に、他の事業者やハローワークを通じて、または直接、当該
労働者を採用したときに、当初利用した当該事業者に成功報酬を支払うよう求める契約条項を設けているものもあります。

OCGMK
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サービス利用時の留意点、契約前に確認いただきたい点
（※）職業紹介事業及び募集情報等提供事業に共通する留意事項　（※）紹介手数料も性質的には成功報酬です

○複数の成功報酬型サービスをご利用する際には、採用する労働者について、以下のような採用の
経緯を整理しておき、他の事業者から請求を受けた場合には、これを提示して、当該事業者から受
けたリコメンド（条件に合った求職者情報の提供）等による情報提供は、当該採用とは直接関係
がないという認識であることを、資料をもって説明できるようにしておきましょう。

職業安定法指針の改正

〇複数の事業者から成功報酬の請求を受けること（当該採用と関係があるとの認識がない事業者からも請求を受けること
等）の背景には、労働者から事業者に採用報告をすることについて、金銭等の提供（「お祝い金」等）による過度のインセ
ンティブが付与されていることがあげられます。このため、募集情報等提供事業者による労働者への金銭等提供は原則禁止
することとしました。

請求をめぐるトラブル等を防止し、求人者・求職者の方が、安心して民間人材サービスを利用できるようにするため、
今般、職業安定法に基づく指針が改正されることとなりました。（令和７年４月１日施行）

〇あわせて、募集情報等提供事業者は、そのサービスの利用料金や違約金について、発生条件や内容等を、求人者に対し
てわかりやすく、明瞭かつ正確に記載した書面または電子メール等により、誤解が生じないようにあらかじめ明示しなけ
ればならないこととなりました。（職業紹介事業者にも同様のことが求められます。）

〇なお、求人サイトの中には、一定期間は掲載無料のところ、当該期間経過後は有料での掲
載に移行するものがあり、そのことが十分に明示されないまま、気がつかないうちに有料
での掲載に移行し、掲載料金の請求を受けるトラブルも生じています。今回の指針改正に
よる明示義務は、こうしたトラブルについても防止を図るものです。

✓
✓
✓
✓

□  どの事業者のサービスを通じて面接に至ったのか
□  当該労働者と連絡や面接を行った日時や内容
□  採否結果の連絡方法・日時
□  事業者への成功報酬の支払日　など

□  労働者を採用したときの募集情報等提供事業者への報告（その期限や方法を含む。）
□  労働者との連絡方法（連絡手段に関する制限の有無など）
□  情報提供を受けた労働者を他の機関経由等で採用した場合の扱い（この場合にも料金の支払いを求める定めはあるか、
　  　  その内容はどのようなものか）
□  違約金について（どのような場合に違約金が発生するか、内容・金額）
□  返戻金について（早期退職の場合に、支払った料金の一部が返金される定めはあるか、対象となる期間や返戻率）
□  契約主体（当該求人事業所のみに適用される契約なのか、法人全体に適用される契約なのか） 

・労働者を採用した場合、求人者から募集情報等提供事業者への報告が求められる。
・面接等の日程調整や、採否結果の伝達など、労働者との連絡はすべて募集情報等提供事業者のウェブサイト上の
通信機能を使って行うことが求められる。

・これらの契約条項に違反した場合には、違約金として、たとえば、成功報酬に相当する額や、別に定める定額を支払う
ことが求められる。 

○また、成功報酬型のサービスの契約に際しては、特に以下の事項に関する定めの有無および内容を、契約前に確認する
ことが重要です。

成功報酬型サービスの契約の特徴（※）

（※）すべての特徴があてはまるわけではありません。

✓
✓
✓

✓
✓
✓

令和 6 年11月

指針の改正に
ついて詳しくは

こちら→



求人者の皆さまへ

LL061126需01

また、複数の事業者と契約するには特に、どのような場合に利用料金や違約金が発生するか

内容・条件をよく確認しましょう。（事業者から求人者に対し、あらかじめ誤解が生じないよう、

利用料金や違約金等の内容・条件を明示する義務を課すことにしました。（令和７年４月施行））

トラブルの例

募集情報を提供する事業の中には、求人者の方からサービス利用料金（情報提供代金）を労働者採用

後に「成功報酬」という形で、徴収するものがあります。（成功報酬型の募集情報等提供事業）

求人者・求職者が同様のサービスを提供する事業者（A,B）それぞれのサービスを利用し採用決定後

に求人者が当該複数の事業者（A,B）の双方から料金を請求されることになり、違約金も請求される

トラブルが発生しています。（求職者から事業者への採用決定報告に対して、事業者がその求職者に

金銭を提供することが、複数の事業者への採用決定報告につながり、求人者が採用決定と直接関係

があるとの認識のない事業者からも請求を受けるなどの事案が発生していました。このため、募集情

報等提供事業者による労働者への金銭等提供を禁止しました。（令和７年４月施行））

複数の事業者から利用料金等を請求されるトラブルが増えています

労働者の採用を仲介した雇用仲介事業者を

正しく把握しましょう

都道府県労働局

■採用経路（直接募集、ハローワーク、職業紹介事業者、募集情報等提供事業者）

■職業紹介事業者や募集情報等提供事業者である場合には、どこの事業者の紹介や

情報提供により、求職者と面接等することになったか

■紹介・情報提供等のサービスを受けた日

■面接実施日 ■採用日 ■契約内容と有効期間 等

複数の雇用仲介事業者から料金等請求があった際には、これら記録により雇用仲介

事業者と料金等について相談しましょう。

求人者が記録しておくべき内容

雇用仲介事業者Aが運営するサイトに無料登録し、応募者情報を得ていた求人
者Cが、求職者Dに直接連絡し、採用が決定したので利用料金をAに支払った。
その後、他の雇用仲介事業者Ｂにも登録していたDからBに対しても採用決定
報告がされたため、Ｂからも利用料金を支払うべきと言われている。

このようなトラブルを避けるため、どの事業者の仲介で雇用が成立したのか、求人者は面接日

など必要な情報は記録しておきましょう。

雇用関係
成立

雇用仲介事業者A

雇用仲介事業者B

利用料金支払済

採用決定報告

求職者D

求人者C
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こども未来戦略（令和５年12月22日閣議決定）の「加速化プラン」に盛り込まれた施策を着実に実行し、

夫婦ともに働き、育児を行う「共働き・共育て」及び育児期を通じた柔軟な働き方を推進するため、出生後

休業支援給付及び育児時短就業給付を創設する。

１．出生後休業支援給付の創設【令和７年４月１日施行】＜財源＞子ども・子育て支援納付金

○ 子の出生直後の一定期間以内（男性は子の出生後８週間以内、女性は産後休業後８週間以内）に、被保険者と

その配偶者の両方（※１）が14日以上の育児休業を取得する場合に、最大28日間、休業開始前賃金の13％相当

額を給付し、既存の育児休業給付とあわせて給付率80％（手取りで10割相当）（※２）の給付を行う。

※１ 配偶者が専業主婦（夫）の場合やひとり親家庭の場合などには、配偶者の育児休業の取得を求めずに出生後休業支援給付を支給す
る。

※２ 給付は非課税であり、かつ、育児休業中は社会保険料が免除（一定の要件あり）されるため、休業前の手取り賃金と比較すると、実
質的には10割相当の給付となる。

２．育児時短就業給付の創設 【令和７年４月１日施行】＜財源＞子ども・子育て支援納付金

○ 被保険者が、２歳未満の子を養育するために、時短勤務をしている場合に、時短勤務中に支払われた賃金額の

10％を給付する。

（注） 時短勤務前の賃金に対する時短勤務時の賃金の比率が90％を超える場合は、給付率が逓減する。

改正の概要

子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律（令和６年法律第47
号）による改正の概要（雇用保険制度関係）

改正の趣旨

令和６年６月５日成立
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兵庫労働局 仕事と育児・介護の両立支援制度等相談窓口

育児・介護休業法や次世代育成支援対策推進法に関するお問い合わせ、
ご相談を受け付けています。

受付時間 8:30～17:15（土日・祝日・年末年始を除く）
電話番号 ０７８－３６７－０８２０
住 所 兵庫県神戸市中央区東川崎町１－１－３

神戸クリスタルタワー15階

事業主の皆さまへ

育児・介護休業法が 改正されました

改正ポイント

令和７(2025)年４月１日施行

公布日：令和６(2024)年５月31日

また *6

改正後改正前改正事項

子が小学校に入るまで子が3歳に達するまで
育児のための所定外労働
の制限（残業免除）

子が小学校３年生を修了
するまで

取得事由に
「感染症に伴う学級閉鎖等」
「入園(入学)式、卒園式」

を追加

雇用期間６か月未満の労働者
の除外不可

子が小学校に入るまで

取得事由は
「病気・けが」
「予防接種・健康診断」

労使協定の締結により
雇用期間６か月未満の
労働者は除外可

子の看護休暇

雇用期間６か月未満の
労働者の除外不可

労使協定の締結により
雇用期間６か月未満の

労働者は除外可
介護休暇

義務努力義務
介護離職防止のための
個別の周知・意向確認、
雇用環境整備等の措置

努力義務ー
育児・介護のための
テレワークの導入

従業員数300人超の企業は
公表が義務

従業員数1,000人超の
企業は公表が義務

男性労働者の育児休業
取得状況の公表義務

裏面へ続きます

【詳細はこちら】
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令和７(2025)年10月1日施行

改正後改正前改正事項

●３歳以上～小学校就学前の子を養育する
労働者に関する柔軟な働き方を実現する
ための措置（事業主の義務）

●事業主が選択した措置について、労働者
に対する個別の周知・意向確認の措置
（事業主の義務）

ー
子の年齢に応じた柔軟な
働き方を実現するための

措置等

妊娠・出産の申出時や子が３歳になる前の、
労働者の仕事と育児の両立に関する個別の
意向聴取・配慮（事業主の義務）

ー
労働者の仕事と育児の
両立に関する個別の
意向聴取・配慮

＊事業主は、・始業時刻等の変更
・テレワーク等(10日/月) ※
・保育施設の設置運営等
・新たな休暇の付与(10日/年) ※
・短時間勤務制度

の中から２以上の制度を選択して措置する必要が
あります。

※ テレワーク等と新たな休暇は、原則時間単位で
取得可とする。

次世代育成支援対策推進法が 延長されました
法律の有効期限が、令和17(2035)年３月31日まで延長されました。

令和６年12月兵庫労働局 雇用環境・均等部 指導課

常時雇用労働者100人超 ：義務
常時雇用労働者100人以下：努力義務事業主

また

（※）① 男性の「育児休業等取得率」

又は「育児休業等及び育児目的休暇の取得率」

② フルタイム労働者の各月の時間外・休日労働時間

〇 行動計画の策定・変更

〇 社内周知

〇 外部への公表 ◆PDCAサイクルの確立

〇 育児休業等の取得状況及び

労働時間（※）の状況把握

〇 改善すべき事情の分析

〇 都道府県労働局への届出

〇 計画の実施

〇 計画終了・効果の測定

くるみん認定等（認定基準見直し）

■育児休業取得率の基準を引上げ

■時間外労働の基準の引上げ

（育児世代に注目した基準も追加）

■男性の育児休業取得期間の延伸のための基準を追加

認定基準を
満たした場合

（※）①②に係る数値目標の

設定が必要
※令和７年４月１日
以降に策定又は変更
する行動計画から義
務の対象です。

行動計画の策定・変更にあたって、育児休業
取得等の取得状況等に係る状況把握・数値目
標設定が義務となります。




